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平成１８年度 第１５回あわら市議会 定例会 

 

第 １ 日 

平成１８年６月１３日（火） 

午後９時半 開議 

 

１．開会の宣告 

１．市長招集あいさつ 

１．開議の宣告 

１．諸般の報告 

１．行政報告 

 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 
日程第 ２ 会期の決定 
日程第 ３ 議案第４６号 専決処分の報告について 

（損害賠償の額を定めることについて） 
日程第 ４ 議案第４７号 専決処分の承認を求めることについて 

（平成１７年度あわら市一般会計補正予算（第８号）） 
日程第 ５ 議案第４８号 専決処分の承認を求めることについて（平成１８年度あわ 

ら市老人保健特別会計補正予算（第１号）） 
日程第 ６ 議案第４９号 専決処分の承認を求めることについて（あわら市国民健康 

保険税条例の一部を改正する条例の制定について） 
日程第 ７ 議案第５０号 専決処分の承認を求めることについて（あわら市税条例の 

一部を改正する条例の制定について） 
日程第 ８ 議案第５１号 平成１７年度あわら市一般会計繰越明許費繰越計算書の 

報告について 
日程第 ９ 議案第５２号 平成１７年度あわら市公共下水道特別会計繰越明許費繰 

越計算書の報告について 
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日程第１４ 議案第５７号 坂井地区障害者介護給付費等の支給に関する審査会の共 

同設置について 
日程第１５ 議案第５８号 福井県自治会館組合を組織する地方公共団体の数の減少 

及び同組合規約の変更について 
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日程第１６ 議案第５９号 市道路線の認定について 
日程第１７ 議案第６０号 市道路線の変更について 

日程第１８ 議案第６１号 あわら市総合振興計画基本構想の策定について 
日程第１９ 議案第６２号 新市建設計画の変更について 
日程第２０ 請願第 １号 中学校の２校存続に関する請願 
日程第２１ 発議第 １号 あわら市議会の議員の定数を定める条例の制定について 
日程第２２ 発議第 ２号 あわら市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定に 

ついて 
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◎議長開会宣告 

○議長（山川 豊君） ただ今から、第１５回あわら市議会定例会を開会いたします。 

（午前 9時 30 分） 

 

◎市長招集挨拶 

○議長（山川 豊君） 開会にあたり、市長より招集のごあいさつがあります。 

○市長（松木幹夫君） 議長。 

○議長（山川 豊君） 市長、松木幹夫君。 

○市長（松木幹夫君） 本日ここに、第１５回あわら市議会定例会の開会にあたりまし

て、一言ご挨拶を申し上げます。 

６月も半ばを迎え、初夏の訪れを感じる季節となりました。議員各位には、何かと

ご多忙中にもかかわりませず本定例会にご参集をいただき、厚くお礼を申し上げます。 

さて、先の定例記者会見の席におきまして、現在、懸案となっております中学校建

設と中高一貫教育に対する考え方につきまして話をさせていただきたいと思います。 

まず、中学校建設についてでありますが、私は、昨年の１２月定例議会において統

合中学校の建設を表明し、その後、市広報紙やケーブルテレビ等を通じまして、芦原・

金津両中学校の現状と統合中学校に対する市の考え方を説明してまいりました。 

あわせて、３月には市内１０地区で住民説明会を開催して市民の皆様にご説明申し

上げ、また、４月から５月にかけましては、市内１０小学校のＰＴＡの総会の場をお

借りして、多くの保護者の皆様に説明をさせていただきました。その他、市長お出か

けトーク等、直接、市民の皆様と膝を交えながら市の考え方をお話しし、理解をお願

いしてきたところであります。 

したがいまして、市民の皆様には、統合中学校建設に対する市の考え方を十分にご

説明申し上げたものと判断し、この６月議会定例会において、「新市建設計画の変更」

を提案し、統合中学校建設について、議会にお諮りすることといたしたものでありま

す。 

次に、中高一貫教育についてでありますが、市では平成１７年度より中高一貫教育

を取り入れ、現在、全ての中学生にこの制度への理解を促し、将来を見据えた進路選

択ができるよう、生徒への進路指導や金津高等学校との授業交流・部活動交流などの

取り組みを行っているところであります。 

平成１９年４月には両中学校の３年生に中高一貫連携クラスを編成いたしますの

で、本年度中に、これに向けての選考を行なうこととしており、現在、教育委員会に

おいて、選考日程等、詳細について検討いたしております。 

福井県における中高一貫教育は、中学校の一部のクラスをそのまま高校にスライド

させる連携型となっております。市といたしましても、この制度が当市の中学校の学

力向上等に大きく寄与し、連携クラスへの希望者が増加するよう全力をあげて取り組

み、やがては、生徒や保護者の夢と希望がかなう制度にしたいと考えております。 

なお、私が中学校統合の方針をお示しして以来、市民の皆さまから、早期完成を望
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む声が寄せられる一方で、２中学校の存続を求める声も高まりを見せています。この

中には、「統合中学校では、教師の目が生徒に行き届きにくい。」といったものが多い

と聞き及んでおりますが、統合中学校建設への方向性が定まった後は、その開校時期

を見据え、「併設型中高一貫校」の設置に向け、積極的に取り組みたいと考えており

ます。すなわち、この「併設型中高一貫校」が実現したならば、一定数の市内中学生

が併設校に在籍することとなり、２中存続を求める皆さまの懸念を解消できるととも

に、中高一貫教育のさらなる充実により、生徒たちの学力向上等に寄与するものと大

いに期待いたしているところであります。 

この「併設型中高一貫校」につきましては、従来から、関係当局への要請を続けて

まいりましたが、今後さらに、金津高等学校の設置者である県ならびに県教育委員会

に対しまして、早期の実現を強く要請していきたいと考えております。 

夢のある統合中学校の建設、さらには、市民の融和・一体化につきまして、今後と

も議員の皆様の一層のご指導、ご協力をお願い申し上げます。 

ご案内のとおり、本定例会の上程議案といたしましては、専決処分に関するもの５

議案、繰越明許に関するもの２議案、補正予算に関するもの３議案、条例の改正に関

するもの１議案、機関の共同設置に関するもの１議案、一部事務組合規約の変更等の

協議に関するもの１議案、道路の認定等に関するもの２議案、総合振興計画基本構想

の策定及び新市建設計画の変更についてそれぞれ１議案の計１７議案の審議をお願

いするものであります。 

各議案の内容、上程の主旨につきましては、後ほどご説明を申し上げますが、何と

ぞ慎重なるご審議いただき、妥当なるご決議をいただきますようお願い申し上げまし

て、招集のご挨拶といたします。 

 

 

◎開議の宣告 

○議長（山川 豊君） 本日の出席議員数は、２２名であります。 
よって、会議の定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

○議長（山川 豊君） 本日の議事日程は、お手元に配布のとおりであります。 
 
 

◎諸般の報告 

○議長（山川 豊君） 諸般の報告を事務局長より行ないます。 

〇局長（圓道信雄君） 諸般の報告をいたします。 
３月７日招集の第１４回定例会において議決されました諸議案につきましては、３

月２２日付け市長当てに会議結果の報告を行なっております。 
今定例会までに受理いたしました請願いついては、中学校２校存続に関する請願１

件を５月３１日に受理いたしております。 
本定例会への提出議案は、市長提出議案１７件であります。 
本定例会の説明出席者は市長以下、１２名であります。 
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以上でございます。 
 
 
◎行政報告 

○議長（山川 豊君） 市長の行政報告を求めます。 

○市長（松木幹夫君） 議長、市長。 

○議長（山川 豊君） 市長、松木幹夫君。 

○市長（松木幹夫君） 各部の所管事項について、行政報告を申し上げます。 

まず、市民生活部関係でございますが、生活環境課所管では、昨年１１月より運行

開始しましたコミュニティバスについて申し上げます。 

開始以来７ヶ月を経過致しておりますが、１１月から５月末までの利用状況は、延

べ２万４,１６６人、１日当り１１４.０人で、１便当り３.７人であり、乗客数の１

番多いルートは、細呂木・吉崎方面の北ルート２号線で、延べ１万１，４１５人。次

が伊井・坪江・剱岳方面の南ルート２号線で、延べ４，８７７人となっております。 

また、乗客のうち約半数の１万２，５１４人が６５歳以上の方の利用であり、小学

生・中学生で約４分の１の６，４７６人、残り５，１７６人が６４歳以下の方の利用

となっております。 

一方、観光ルートにつきましては、１ヶ月の乗客数は約２００人となっており、こ

の７ヶ月で１，５９７人の利用となっております。 

一人でも多くの方に乗っていただけるよう、５月には時刻表の一部変更等も行って

おり、今後も、利用者の要望等も勘案しながら、より利便性のあるものとして参りた

いと考えております。 

次に、福祉保健部関係でございますが、社会福祉課所管では、本年４月より障害者

自立支援法が施行され、障害福祉サービスの提供については、これまでの身体、知的

障害者を対象とした制度に精神障害者を加え、障害の種類にかかわらず、共通のサー

ビスの提供が受けられるようになったところであります。 

利用者負担につきましては、介護保険制度と同様に、応能負担から１割の定率負担

に、施設等での食費等は自己負担となったところであります。サービスの支給決定に

つきましては、障害程度区分について、１次判定、２次判定を行い、介護度に応じて、

障害福祉サービスの支給決定を行なうこととなります。 

２次判定にかかる審査会につきましては、坂井市との共同設置を予定しております

が、施設入所者は審査対象外の措置が執られておりますことから、ホームヘルプサー

ビス事業など居宅サービスを受給している３０人ほどの判定を、お願いすることにな

るほか、実際の判定業務は、７月中旬頃からの実施となる予定でございます。 

次に、子育て支援室所管でございますが、かねてより民営化を進めておりました金

津東保育所・本荘幼児園につきましては４月 1日から公設民営として、地域に根ざし

た保育所・幼児園として新たなスタートをいたしました。 

また、来年度、民営化を予定している北潟幼児園につきましては、去る６月９日に、

地元議員、区長、地元代表の方々の参加をいただき、社会福祉法人の設立準備委員会
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を開催し、法人化に伴う理事と監事の人選をお願いしたところであります。 

今後、協議を重ね、19年 4月の開園に向け取り組んで参りたいと考えております。 

次に健康長寿課所管ですが、この４月に、介護保険法の改正に伴い、地域包括支援

センターを健康長寿課内に設置し、２ヶ月が経過したところでございます。この間、

センターに寄せられた相談件数は８１件あり、内訳といたしましては、介護関係６３

件、ケアマネージャーへの指導・助言が１６件、虐待関係２件となっております。 

また、センターでの介護予防ケアマネジメントの業務については、要支援１・２の

介護予防認定で４９件、このうち居宅介護事業所に委託したものが２２件、地域包括

支援センターがかかわったものが２７件となっております。今後も高齢者の生活を総

合的に支えていくための拠点として幅広く機能させていきたいと考えております。 

次に、県の補助を受け実施してきました「肝炎ウイルス検査対策とフォローアップ

体制づくり事業」についてでございますが、昨年実施した市民対象の実態調査を取り

まとめ、報告書を作成するとともに、４月にはダイジェスト版を全戸配布いたしたと

ころでございます。今後も、慢性肝炎の正しい知識の普及に努めて参りたいと考えて

おります。 

次に経済産業部関係について申し上げます。 

まず、農林水産課所管では、５月２７日にオープンいたしました、ファーマーズマ

ーケット「きららの丘」について申し上げます。 

この施設は、きららの丘の会会員である地元農家の新鮮な農産物や農産加工品を提

供する「ファーマーズコーナー」と、ＪＡ花咲ふくい自らが販売する「直売コーナー」

からなっております。さらに、ＪＡの「農産物加工販売施設」が併設され、米の消費

拡大にも寄与する「米粉パン」や福井県の食のブランドにもなっている「越前そば」

を味わえる施設にもなっております。 

オープン初日の土曜日は、正午からの営業にもかかわらず、翌日の日曜日と併せて

２日間で、売上客数は６，７００人に達し、売上高も３２６万円を記録するなど、大

変好調な滑り出しとなっております。その後、平日においては、おおむね５０万円前

後の売り上げで推移している状況であります。 

これからは、季節的にも、福井県随一の園芸産地である坂井北部丘陵地において、

多くの野菜や果樹が「旬」を迎えることから、作り手の顔の見える安心で新鮮な農産

物を、一人でも多くの消費者に提供してくれるものと期待しております。また、地産

地消を推進し、消費者の「食の安全」への期待に応えると共に、丘陵地農業の活性化

と農家の所得向上が図られるよう、市といたしましても、ＪＡや関係団体との連携を

強化して参りたいと考えております。 

なお、この施設は、生産者と消費者の「交流の場」であると同時に、「情報の発信

基地」としても利用できることから、本市の基幹産業である「農業と観光の連携」に

より、観光の振興にも寄与するよう工夫をこらしたいと考えております。 

次に、あわら市の合併を記念して、ＪＡ花咲ふくいと共催で開催された「食のまつ

りインあわら」につきましては、今年で３年目を迎えることになりますが、今年もこ

れまで同様、トリムパークかなづを会場に、６月２４日と２５日の両日にわたり開催
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予定でございます。今後とも、このような事業をとおして、地域農業の振興に努めて

参る所存でございます。 

次に、観光商工課所管でございますが、去る４月２１日から２３日の３日間にわた

り、千葉県千葉市の幕張メッセで開かれた「旅フェア２００６」に、全国の１１８団

体と共にＰＲブースの出展をいたしております。福井県からは当市と小浜市の２市の

出展となりましたが、観光協会や旅館組合と連携協力し、１４万人を超える全国から

の来場者へ、あわら市の魅力を存分に発信できたものと考えております。 

また、５月１７日には、あわら市観光会館において、ＮＨＫの公開録画番組「金と

く・出前コンサート」の収録が行われております。「五木ひろし」さんと「伍代夏子」

さんのゲストお二人と芦原温泉芸妓協同組合の芸妓さんたちの熱演により、市内外か

ら抽選によりお迎えした約６００人の観客とステージが一体となった素晴らしいコ

ンサートが繰り広げられ、５月２６日と再放送の２７日の２回にわたり放送され、本

市の魅力を広くかつ強力にアピールできたものと確信しております。 

次に、今年で２年目になる「湯のまち夕市」が、５月１３日の土曜日から、あわら

湯のまち駅前多目的用地でスタートをいたしました。初日の１３日は、雨模様の天気

にもかかわらず、約３００人もの来場者がございましたが、１０月いっぱいまで、更

ににぎわいのあるものになるよう、夕市実行委員会と協議しながら進めて参りたいと

考えております。 

６月１０日からは、今年で２１年目を迎えた「北潟湖畔花菖蒲まつり」が始まって

おります。本市を代表する初夏の風物詩として定着しており、県内外から訪れる多く

の鑑賞客に、精丹込めて栽培した花菖蒲の美しさはもとより、風光明媚な北潟湖周辺

の優れた自然を楽しんでいただいておりますので、議員各位におかれましても一度ご

来園いただければと思います。 

最後に教育委員会関係でございますが、スポーツ課所管では、去る５月２１日の日

曜日に、第３回あわら市トリムマラソン大会を開催いたしたところ、議員の皆様には

開会式に多数ご参加を頂き誠に有難うございました。 

本年は、昨年より約３４０名多い１,８１２名の申込みとなり、当日は、前日まで

の雨も上がり、絶好の五月晴れのなか、参加者には心地よい汗を流していただけたも

のと思います。 

また、芦原温泉旅館協同組合女将の会がゴールにおいて行っていただいた、冷たい

おしぼりのサービスは、参加者には上々の評判であり、今後も、あわら市の個性を活

かした大会として実施して参りたいと考えております。 

以上で行政報告を終わります。 

 

 

◎会議録署名議員の指定 

○議長（山川 豊君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行ないます。 

本日の会議録署名議員は、会議規則第８１条の規定により、１５番、宮崎 修君、

１６番、穴田満雄君の両名を指名します。 
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◎会期の決定 

○議長（山川 豊君） 日程第２、会期の決定を議題といたします。 

お諮りします。 

本定例会の会期は、本日から６月２２日までの１０日間といたしたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

(｢異議なし｣と呼ぶ者あり) 

○議長（山川 豊君） 異議なしと認めます。 
したがって、本定例会の会期は本日より６月２２日までの１０日間と決定しました。 
なお、会期中の日程は、お手元に配布しました会期日程表のとおりであります。 
 

 

◎議案第４６号の上程・提案理由説明 

○議長（山川 豊君） 日程第３、議案第４６号、専決処分の報告について（損害賠償

の額を定めることについて）を議題とします。 
○議長（山川 豊君） 市長から提案理由の説明を求めます。 
○市長（松木幹夫君） 議長、市長。 

○議長（山川 豊君） 市長、松木幹夫君。 

○市長（松木幹夫君） ただいま上程されました、議案第４６号「専決処分の報告につ

いて」の提案理由の説明を申し上げます。 
議案第４６号につきましては、市の除雪車の事故による損害賠償の額を定めたもの

であります。 
平成１７年１２月１４日、除雪車での除雪作業中、山室地係で民地内ブロック壁に

接触し、損傷した事故のほか、平成１８年２月５日までの間に発生した計７件の事故

の損害賠償の額を定めることについて、本年３月３１日付けで専決処分を行ったもの

であります。 
この専決処分につきましては、地方自治法第１８０条第１項に規定する議会の委任

による専決処分でありますので、同条第２項の規定により、報告するものであります。 
○議長（山川 豊君） 議案第４６号、専決処分の報告について（損害賠償の額を定め

ることについて）は、以上をもって終結いたします。 
 

 

◎議案第４７号、議案第４８号の上程・提案理由説明・質疑・討論・採決 

○議長（山川 豊君） 日程第４、議案第４７号、専決処分の承認を求めることについ

て（平成１７年度あわら市一般会計補正予算（第８号））、日程第５、議案第４８号、

専決処分の承認を求めることについて（平成１８年度あわら市老人保健特別会計補正

予算（第１号）） 
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以上の議案２件を一括議題といたします。 
○議長（山川 豊君） 市長からの提案理由の説明を求めます。 

○市長（松木幹夫君） 議長、市長。 

○議長（山川 豊君） 市長、松木幹夫君。 

○市長（松木幹夫君） ただいま上程されました、議案第４７号及び議案第４８号「専

決処分の承認を求めることについて」の２議案の提案理由の説明を申し上げます。 

議案第４７号につきましては、平成１７年度あわら市一般会計補正予算（第８号）

で、市民税の追加計上のほか、歳入の額の確定による精算を行い、平成１７年３月３

１日付けで専決処分を行ったものであります。 

補正の内容につきましては、法人市民税８，０００万円、地方交付税１，６２３万

６千円、公立学校建物石綿対策事業などにあてた市債３６０万円の追加計上が主なも

のであります。歳入総額が増加したことに伴い、財政調整基金繰入金８，３００万円、

減債基金繰入金１，９０８万４千円のあわせて１億２０８万４千円を減額しておりま

す。このため予算総額には変更がないものでございます。 

議案第４８号につきましては、平成１８年度あわら市老人保健一般会計補正予算

（第１号）で、歳入歳出それぞれ４，７８２万７千円の追加補正を専決処分したもの

であります。これに伴い、予算の総額は、それぞれ３４億８，９０２万７千円となっ

ております。 

補正の内容につきましては、平成１７年度の歳入不足額を補填するための繰り上げ

充用金４，７８２万７千円を計上したものであります。 

これに伴う歳入につきましては、過年度分の支払基金交付金５０５万２千円、国庫

支出金４，０７３万６千円及び県支出金２０３万９千円を計上しております。 

以上が専決処分の内容でございます。よろしくご審議をいただき、ご承認をいただ

きますようお願い申し上げます。 

○議長（山川 豊君） 上程議案に対する質疑を許します。 

質疑はありませんか。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 質疑なしと認めます。 

○議長（山川 豊君） ただ今、議題となっております議案第４７号、議案第４８号に

つきましては、会議規則第３７条第２項の規定により、委員会付託を省略したいと思

いますが、ご異議ありませんか。 

（｢異議なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第４７号、議案第４８号は、委員会付託を省略することに決定し

ました。 

○議長（山川 豊君） これより、討論に入ります。 

討論はありませんか。 

(｢討論なし｣と呼ぶ者あり) 
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○議長（山川 豊君） 討論なしと認めます。 

○議長（山川 豊君） これより、議案第４７号、専決処分の承認を求めることについ

て（平成１７年度あわら市一般会計補正予算（第８号））を採決します。 

議案第４７号は、原案のとおり承認することに賛成の方は、起立願います。 

(賛成者起立) 

○議長（山川 豊君） 起立全員です。 

したがって、議案第４７号については、原案のとおり承認することに決定しました。 

○議長（山川 豊君） つづいて、議案第４８号、専決処分の承認を求めることについ

て（平成１８年度あわら市老人保健特別会計補正予算（第１号））を採決します。 

議案第４８号は、原案のとおり承認することに賛成の方は、起立願います。 

(賛成者起立) 

○議長（山川 豊君） 起立全員です。 

したがって、議案第４８号については、原案のとおり承認することに決定しました。 

 

 

◎議案第４９号、議案第５０号の上程・提案理由説明・質疑・討論・採決 

○議長（山川 豊君） 日程第６、議案第４９号、専決処分の承認を求めることについ

て（あわら市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について）、日程第７、

議案第５０号、専決処分の承認を求めることについて（あわら市税条例の一部を改正

する条例の制定について） 
以上の議案２件を一括議題といたします。 

○議長（山川 豊君） 市長からの提案理由の説明を求めます。 

○市長（松木幹夫君） 議長、市長。 

○議長（山川 豊君） 市長、松木幹夫君。 

○市長（松木幹夫君） ただいま上程されました、議案第４９号及び議案第５０号「専

決処分の承認を求めることについて」の２議案の提案理由の説明を申し上げます。 

議案第４９号につきましては、あわら市国民保険税条例の一部を改正したものであ

ります。 

地方税法の改正に伴い、介護納付金の課税限度額が８万円から９万円に引き上げら

れたこと、公的年金等所得の控除額が引き下げられたことによる激変緩和措置が講じ

られたこと等により、当該条例の所要の改正を行なうことについて、専決処分したも

のであります。 

議案第５０号につきましては、あわら市税条例の一部を改正したものであります。

地方税法の改正に伴い、個人住民税の所得割の税率の統一、たばこ税の税率の引上げ

等が行われることにより、当該条例の所要の改正を行なうことについて、専決処分し

たものであります。 

以上が専決処分の内容でございます。よろしくご審議をいただき、ご承認をいただ

きますようお願い申し上げます。 
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○議長（山川 豊君） 上程議案に対する質疑を許します。 

質疑はありませんか。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 質疑なしと認めます。 

○議長（山川 豊君） ただ今、議題となっております議案第４９号、議案第５０号に

つきましては、会議規則第３７条第２項の規定により、委員会付託を省略したいと思

いますが、ご異議ありませんか。 

（｢異議なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第４９号、議案第５９号は、委員会付託を省略することに決定し

ました。 

○議長（山川 豊君） これより、討論に入ります。 

討論はありませんか。 

(｢討論なし｣と呼ぶ者あり) 

○議長（山川 豊君） 討論なしと認めます。 

○議長（山川 豊君） これより、議案第４９号、専決処分の承認を求めることについ

て（あわら市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について）を採決しま

す。 

議案第４９号は、原案のとおり承認することに賛成の方は、起立願います。 

(賛成者起立) 

○議長（山川 豊君） 起立全員です。 

したがって、議案第４９号については、原案のとおり承認することに決定しました。 

○議長（山川 豊君） つづいて、議案第５０号、専決処分の承認を求めることについ

て（あわら市税条例の一部を改正する条例の制定について）を採決します。 

議案第５０号は、原案のとおり承認することに賛成の方は、起立願います。 

(賛成者起立) 

○議長（山川 豊君） 起立全員です。 

したがって、議案第５０号については、原案のとおり承認することに決定しました。 

 

 

◎議案第５１号、議案第５２号の上程・提案理由説明・質疑 

○議長（山川 豊君） 日程第８、議案第５１号、平成１７年度あわら市一般会計繰越

明許費繰越計算書の報告について、日程第９、議案第５２号、平成１７年度あわら市

公共下水道特別会計繰越明許費繰越計算書の報告について 

以上の議案２件を一括議題といたします。 

○議長（山川 豊君） 市長から提案理由の説明を求めます。 

○市長（松木幹夫君） 議長、市長。 
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○議長（山川 豊君） 市長、松木幹夫君 

○市長（松木幹夫君） ただいま上程されました、議案第５１号「平成１７年度あわら

市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について」及び議案第５２号「平成１７年度

あわら市公共下水道特別会計繰越明許費繰越計算書の報告について」の２議案につい

て、ご報告を申し上げます。 

議案第５１号につきましては、繰越計算書に記載されておるとおり、民生費で、児

童福祉費の本荘幼児園改修工事１，２４０万３千円、農林水産業費で、林業費の県営

林道事業負担金１１１万円、土木費で、道路橋りょう費の地方道路交付金事業１，９

２０万円及び県営道路改良事業負担金２９０万円、河川費の県営急傾斜地事業負担金

２８０万円、都市計画費の地方道路交付金事業１億５９０万円、消防費で、消防費の

洪水ハザードマップ作成業務委託料３６９万円の合計１億４，８００万３千円を平成

１８年度への繰越額として決定したものであります。 

これらの財源といたしましては、既に収入のあった特定財源の地方債１万円のほか

国県支出金７，１２６万５千円、地方債５，８６０万円及び一般財源１，８１２万８

千円を充てております。 

議案第５２号につきましては、公共下水道特別会計において、九頭竜川流域下水道

事業建設負担金６６１万３千円を平成１８年度への繰越額として決定したものであ

ります。 

この財源といたしましては、既に収入のあった特定財源の受益者負担金３１万３千

円のほか地方債６３０万円を充てております。 

以上２議案について、ご報告いたします。 

○議長（山川 豊君） 上程議案に対する質疑を許します。 

○議長（山川 豊君） 質疑はありませんか。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 質疑なしと認めます。 

これをもって、議案第５１号、議案第５２号は終結いたします。 

 

 

◎議案第５３号から議案第５５号の一括上程 

・提案理由説明・総括質疑・委員会付託 

○議長（山川 豊君） 日程第１０、議案第５３号、平成１８年度あわら市一般会計補

正予算（第１号）、日程第１１、議案第５４号、平成１８年度あわら市公共下水道特

別会計補正予算（第１号）、日程第１２、議案第５５号、平成１８年度あわら市水道

事業会計補正予算（第１号） 

以上の議案３件を一括議題といたします。 

○議長（山川 豊君） 上程議案に対する提案理由の説明を求めます。 

○市長（松木幹夫君） 議長、市長。 

○議長（山川 豊君） 市長、松木幹夫君。 
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○市長（松木幹夫君） ただいま上程されました議案第５３号「平成１８年度あわら市

一般会計補正予算（第１号）」から議案第５５号「平成１８年度あわら市水道事業会

計補正予算（第１号）」までの３議案について、内容の説明を申し上げます。 

議案第５３号の一般会計補正予算（第１号）につきましては、６，９５０万８千円

の追加補正を行い、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１１７億２，９５０万８千円とす

るものであります。 

補正の内容につきましては、当初予算の編成時において国・県補助金の状況が明確

になっていなかったもののほか、関係機関等との調整が必要なため、補正予算での対

応を予定していた事業に要する経費等を計上いたしたものであります。 

まず、歳出の主なものをご説明いたします。 

議会費では、報酬２，４８８万８千円ほか総額３，６２２万９千円を計上いたして

おります。これは、議員報酬の改定によるものでございます。 

総務費では財産管理費で金津庁舎改修工事設計管理委託料５５０万円、文書倉庫改

修工事１，２５０万円を計上いたしております。これは来年４月に芦原庁舎と金津庁

舎の分庁方式を改め、金津庁舎を統合庁舎とするための改修工事に係る設計監理委託

料を計上したものでございます。また、芦原庁舎に配置しております部課を金津庁舎

に配置することにより、庁内の文書倉庫が不足することとなるため、現在、文化財の

仮置き場となっております旧森林組合倉庫を文書倉庫に改修するための所要の経費

を計上いたしたものであります。 

民生費では保育所費で金津東保育所の改修工事７２０万円、幼児園費で北潟幼児園

改修工事１，１００万円を計上いたしております。いずれも、公設民営化にあたり所

要の整備をするものでございます。なお、北潟幼児園については、来年４月からの民

営化を予定しております。 

衛生費では、保健費で、妊婦健診等委託料１９１万４千円を計上いたしております。 

農林水産業費では、農業振興費で、農地集積実践事業補助金５９７万円、高収益園

芸品目緊急育成事業補助金６７９万３千円を計上いたしております。 

農地集積実践事業につきましては、桑原地区ほか３地区において、高収益園芸品目

緊急育成事業につきましては、金津ハウス生産組合において実施するものでございま

す。 

商工費では観光費で、地域ブランド創造活動推進事業補助金５００万円を計上いた

しております。 

これは、総額２，０００万円の県単補助事業でございまして、事業費の２分の１を

県が、４分の１を市が、残りを事業者が負担するものでございます。内容といたしま

しては、各温泉旅館に入浴できる「湯めぐり手形」の発行や「オリジナル商品」の開

発などを予定しております。 

土木費では道路橋梁新設改良費で地方道路交付金事業の工事請負費において、滝・

高塚線で４，９５４万８千円、金津・三国線で３，８９６万２千円を減額いたしてお

ります。これは、当初予算で見込んでおりました額より国の内示額が少なかったこと
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に伴い、事業費を減額するものでございます。 

教育費では、学校管理費で、小学校耐震診断業務委託料２，４５０万円を計上いた

しております。これは、市内の小学校１０校のうち建築年度の新しい細呂木、波松、

新郷小学校を除く残りの７校の耐震診断を実施するものであります。 

一方、歳入につきましては、土木費の事業費減などに伴う国庫支出金４，３６５万

５千円の減、農林事業及び教育事業の実施などに伴う県支出金２，２０６万４千円の

追加、前年度繰越金１億１，８７４万８千円が主なものとなっております。 

議案第５４号の公共下水道特別会計補正予算（第１号）につきましては、１，９８

５万６千円の追加補正を行い、歳入歳出予算の総額をそれぞれ２２億２，９８５万６

千円とするものであります。 

補正の内容につきましては、事業費の下水道建設費で、国庫補助対象事業費の決定

に伴うもののほか、企業誘致関連の汚水管渠布設工事費を計上いたしております。こ

れに伴う歳入につきましては、国庫補助金５００万円、地方債１，４００万円及び前

年度繰越金８５万６千円を計上しております。 

議案第５５号の水道事業会計補正予算（第１号）につきましては、収益的支出で委

託料２８万４千円、過年度分還付金５０万円を、資本的支出で配水管布設費６，２０

０万円、配水管布設工事実施設計業務委託料等１，５５０万円を、それぞれ計上いた

しております。 

これらの経費は、主として金津三国線、滝高塚線の事業に伴い、配水管の布設をす

るための所要の経費であります。 

以上、３議案につきまして、よろしくご審議をいただき、妥当なるご決議をいただ

きますようお願い申し上げます。 

○議長（山川 豊君） 上程議案に対する質疑を許します。 

○議長（山川 豊君） 質疑はありませんか。 

(｢議長｣と呼ぶ者あり) 

○議長（山川 豊君） １６番、穴田満雄君。 
○１６番（穴田満雄君） 今ほど市長のほうから、一般会計の補正予算ですかね、補正

予算に対する説明を受けました。そんな中で、２、３点お伺いしたいとこのように思

います。 
まず、これは所管外ですから、教育関係、これを２、３点お願いしたいと思います。

まず、為庶塾、これは補正で５０万の補正計上、増額計上してあるんですけれども、

為庶塾といいますと、為庶という名前は私が聞いたところによりますと、当あわら市

が生んだ、藤野厳九郎先生の贋を使っていると、そしてこの為庶という意味は、職員

のために尽くすと、このように私、聞いております。 
そんな中で、大変いい所に着目したんじゃないかなと、このように私受け取ってお

るりますが、具体的にどういう内容の事をやるのか、あるいは対象者はどういう人達

を対象にするのか、あるいは期間はどれくらいをかけてやるのか、あるいは平成１８

年度だけで、いうなれば単年度だけでやるのか、これらについてひとつ、お答えを願
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いたいと思います。 
（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 教育次長、中橋憲治君。 
○教育次長（中橋憲治君） それではただ今のご質問にお答えをいたします。 
現在、学校教育におきましては、学力低下や不登校など大きな問題となっている事

は、ご案内のとおりでございます。 
こうした問題に対する手段としまして、教職員の資質の向上があげられるかと思い

ます。統合中学校の建設に関するＰＴＡ説明会等でも、ハード面のみでなく、ソフト

面での教職員の資質向上について、特段の取り込みをしてほしいとのご意見が多くあ

ったところでございます。 
もとより、教職員の資質向上につきましては、県教育委員会の主催で、経験年数や

専門教科等を基準にした各種研修がございますが、あわら市におきましてもこれらを

受けまして、独自に市内小中学校の若手教職員の研修を実施することといたしたとこ

ろでございます。 
さて、対象は市内の小中学校に在籍する３７歳以下の教職員、５３名につきまして

実施する事といたしておりますが、このうち勤続１０年目を迎える教職員は、県の教

職員研修というのがございまして、これらの日程と重なるということから、今回除外

をしております他、産休、育休の教職員、合わせまして１３名を除く、４０名を受講

生というように考えております。 
また、研修日程、あるいは内容につきましては、学校長の代表等で調整や研修内容

等につきまして協議いたしまして、夏休みや冬休み等を主体に、本年度７回予定をさ

せていただいております。 
その内容につきましては、民間企業の経営者や教育関係特別講師の講話の他、学校

現場での先輩教師の授業参観等も実施する予定でございます。 
この研修によりまして、すぐさま教職員の資質向上が図られるものではないという

ように思っておりますが、社会情勢やあわら市の状況等の研修によって、少しでも社

会的視野を広げていただき、将来を担うあわら市の子供たちのために、時代に即した

教育観を持って努力をしていただきたいと願っているところでございます。 
なお、お許しがいただけますならば、本年度の状況を十分見極めた上で研修メニュ

ーや対象教職員等について、更に検討し、来年度以降も教職員全体の資質向上が図れ

る研修を目指してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いを申し上げます。 
(｢議長｣と呼ぶ者あり) 

○議長（山川 豊君） １６番、穴田満雄君。 
○１６番（穴田満雄君） １６番、穴田。 
もう一点お願いしたいと思います。 
これも一般会計の補正の中で、議案書の２１ページに出ているんですけれども、小

学校の耐震診断業務委託料、これで２，４５０万ですかね、増額補正をしていると、

そうしますと、今、平成７年ですか、平成７年に神戸、淡路の大震災が起きて以降、
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この耐震強化、特に公共施設の耐震強化がやかましく叫ばれております。 
そんな中で、私の勘違いかもわかりませんが、この、今ほど言いましたように、公

共施設、小学校、中学校、あるいは高校の校舎あるいは、体育館を含めた耐震補強に

関しましては、国が２分の１の補助金を出しましょうと、たしか私こういうようにな

っているんじゃないかと思うんですけれども、今回のこれを見ますと、計算してやり

ますと、だいたい４分の１ぐらいしか相当しないと、そうするとその２分の１と４分

の１のギャップはどういうように説明されるかお願いしたいと思います。 
（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 教育次長、中橋君。 
○教育次長（中橋憲治君） 今ほどの耐震診断の関係のご質問にお答えをいたします。 
国におきましては、１７年度から３ヵ年にかけまして、これを目途に耐震診断調査

を実施するように、強い指導を出しているところでございます。 
従いまして、これを受けまして福井県でも今ほど議員が申されましたように、補助

事業を実施いたしております。なお、県は４分の１の補助事業ということで実施をい

たしておりまして、これも３年間で福井県内全ての学校等を目指しているようでござ

います。 
これは建築基準法の改正に伴いまして、昭和５７年以降に建設をされた施設につい

ては診断をしなくてもいいということで、先ほど市長の答弁にもございましたように、

あわら市では細呂木小学校、波松小学校、新郷小学校が除かれますが、残りの小学校

７校と中学校が対象になるというように思っております。 
今回の補正では、７小学校分の耐震診断にかかります所要額を計上させていただい

ております。なお、国におきましては耐震診断工事につきましては議員ご指摘の２分

の１の補助が出るようでございますが、耐震診断につきましては工事に合わせて実施

箇所につきましては、診断も補助対象と後日なるというような状況で聞いております。 
もとより、事業主体は耐震診断を実施した上での事業実施につきましては、耐震診

断を実施した上での判断となるものでございまして、取りあえずは７校の耐震診断を

実施をいたしたいと考えておりますのでよろしくお願いを申し上げます。 
(｢議長｣と呼ぶ者あり) 

○議長（山川 豊君） １６番、穴田満雄君。 
○１６番（穴田満雄君） もう一点だけお願いします。 
先ほど為庶塾の問いただしをやりましたけれども、その中で教育次長はその学校の

先生方の資質の向上を目指しているんだと、資質を上げるんだと、こういうようなも

のの言い方をされたんじゃないかと思うんですけれども、資質と言いますと私も国語

の辞典で調べますと、生まれつきの性格、性質を言うんですね。ですからこれを向上

させるとなると、中々難しいんじゃないかと、こういう私は懸念を抱いています。 
そんな中で、教育長にお聞きしますけれども、今小学校において例えば積立金とか

給食費とか、このような徴収はどういう方法でやられております。 
○議長（山川 豊君） 教育長、のどを痛めておりますので、教育次長にさせます。 
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（｢議長｣と呼ぶ者あり） 
○議長（山川 豊君） 教育次長、中橋君。 
○教育次長（中橋憲治君） 大変申し訳ありません。教育長、のどを痛めておりまして、

代わりまして私の方からお答えさせていただきます。 
給食費の徴収につきましては、旧芦原地区は学校給食センターが主体で各学校の方

へ依頼を申し上げまして、学校クラス毎に徴収をいたしているところでございます。 
なお、旧金津地区は各学校長のもとで各学校それぞれに給食を実施しておりまして、

当然、私ども教育委員会としては会計処理までは存じておりませんが、各学校の校長

のもとで徴収に当たっているというような状況でございます。 
よろしくお願いします。 

○議長（山川 豊君） 他に質疑はございませんか。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 質疑なしと認めます。 

○議長（山川 豊君） ただいま議題となっています議案第５３号から議案第５５号ま

での３議案は、お手元に配布してあります議案付託表のとおり、それぞれ所管の常任

委員会に付託します。 

 

 

◎議案第１３号、議案第１４号の上程・提案理由説明・質疑・委員会付託 

○議長（山川 豊君） 日程第１３、議案第５６号、あわら市ホームヘルプサービス手

数料条例の一部を改正する条例の制定について、日程第１４、議案第５７号、坂井地

区障害者介護給付費等の支給に関する審査会の共同設置について 

以上の議案２件を一括議題といたします。 

○議長（山川 豊君） 市長から提案理由の説明を求めます。 

○市長（松木幹夫君） 議長、市長。 

○議長（山川 豊君） 市長、松木幹夫君。 

○市長（松木幹夫君） ただいま上程されました議案第５６号「あわら市ホームヘルプ

サービス手数料条例の一部を改正する条例の制定について」及び議案第５７号「坂井

地区障害者介護給付費等の支給に関する審査会の共同設置について」の２議案につい

て提案理由の説明を申し上げます。 

議案第５６号につきましては、障害者自立支援法の施行に伴い、これまであわら市

に対して納付することとされていた手数料を負担金として直接事業者に納付するこ

ととなったため、所要の改正を行なうものであります。 

議案第５７号につきましては、先の議案と同様に障害者自立支援法の施行に伴い、

市に必置となった障害者の判定業務を行なう審査会を、事務能率の向上及び判定業務

の平準化を図るため、坂井市と共同で設置するものであります。 

なお、機関の共同設置につきましては、地方自治法２５２条の７の規定により、協

議により規約を定め、議会の議決を経る必要がありますので、この案を提出するもの



 

 19 

であります。 

よろしくご審議をいただき、妥当なるご決議をいただきますようお願い申し上げま

す。 

○議長（山川 豊君） 上程議案に対する質疑を許します。 

○議長（山川 豊君） 質疑はありませんか。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 質疑なしと認めます。 

○議長（山川 豊君） 議案第５６号、議案第５７号は、お手元に配布してあります議

案付託表のとおり、教育厚生常任委員会に付託します。 

○議長（山川 豊君） 暫時休憩をします。 

（午前 10時 25 分） 

 

○議長（山川 豊君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前 10時 36 分） 

 

◎議案第５８号の上程・提案理由説明・質疑・討論・採決 

○議長（山川 豊君） 日程第１５、議案第５８号、福井県自治会館組合を組織する地

方公共団体の数の減少及び同組合規約の変更についてを議題とします。 

○議長（山川 豊君） 市長から提案理由の説明を求めます。 

○市長（松木幹夫君） 議長、市長。 

○議長（山川 豊君） 市長、松木幹夫君。 

○市長（松木幹夫君） ただいま上程されました議案第５８号「福井県自治会館組合を

組織する地方公共団体の数の減少及び同組合規約の変更について」の提案理由の説明

を申し上げます。 

議案第５８号につきましては、福井県自治会館組合を構成する市町村の合併に伴い、

組合規約の変更を行なうものであります。 

内容といたしましては、本年２月１日に美山町、越廼村及び清水町が福井市に編入

したこと、２月１３日に松岡町、永平寺町及び上志比村が合併し、永平寺町が設置さ

れたこと、３月３日に名田庄村及び大飯町が合併しおおい町が設置されたこと、並び

に３月２０日に三国町、丸岡町、春江町及び坂井町が合併し、坂井市が設置されたこ

とに伴い、構成団体の数の減少及び組合規約の変更について協議する必要があるので、

この案を提出するものであります。 

よろしくご審議をいただき、妥当なるご決議をいただきますようお願い申し上げま

す。 

○議長（山川 豊君） 上程議案に対する質疑を許します。 

○議長（山川 豊君） 質疑はありませんか。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 質疑なしと認めます。 
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○議長（山川 豊君） ただ今議題となっております、議案第５８号については、会議

規則第３７条第２項の規定により、委員会付託を省略し、直ちに採決したいと存知ま

すが、ご異議ありませんか。 

（｢異議なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 異議なしと認めます。 

○議長（山川 豊君） これより、討論に入ります。 

討論はありませんか。 

（｢討論なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 討論なしと認めます。 

○議長（山川 豊君） これより、議案第５８号、福井県自治会館組合を組織する地方

公共団体の数の減少及び同組合規約の変更についてを採決します。 

議案第５８号は、原案のとおり承認することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（山川 豊君） 起立全員です。 

したがって、議案第５８号については、提案のとおり可決されました。 

 

 

◎議案第５９号、議案第６０号の上程・提案理由説明・質疑・委員会付託 

○議長（山川 豊君） 日程第１６、議案第５９号、市道路線の認定について、日程第

１７、議案第６０号、市道路線の変更について 

以上２件を一括して議題といたします。 

○議長（山川 豊君） 上程議案に対する提案理由の説明を求めます。 

○市長（松木幹夫君） 議長、市長。 

○議長（山川 豊君） 市長、松木幹夫君。 

○市長（松木幹夫君） ただいま上程されました議案第５９号「市道路線の認定につい

て」及び議案第６０号「市道路線の変更について」の２議案の提案理由の説明を申し

上げます。 

議案第５９号につきましては、東善寺谷畠線、８２８号線、１９３号線の計３路線

を新規に市道として認定するものであります。東善寺谷畠線につきましては、主要地

方道福井金津線から谷畠地籍を経由して、一般県道三国金津線に達する路線でありま

す。残りの２路線につきましては、議案第６０号で申し上げます、市道１７４号線の

変更に伴う認定でございます。 

議案第６０号につきましては、市道旭山室線の交通安全施設整備に伴い、市道１７

４号線の起点を変更するものであり、市道北潟西４号線につきましては、現在、起点

が私道となっており、不都合があるため、これを国道３０５号に変更し、整理するも

のでございます。 

よろしくご審議をいただき、妥当なるご決議をいただきますようお願い申し上げま

す。 
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○議長（山川 豊君） 上程議案に対する質疑を許します。 

○議長（山川 豊君） 質疑はありませんか。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 質疑なしと認めます。 

○議長（山川 豊君） ただいま議題となっています議案第５９号、議案第６０号の２

議案は、お手元に配布してあります議案付託表のとおり、産業建設常任委員会に付託

します。 

 

 

◎議案第６１号の上程・提案理由説明・質疑・委員会付託 

○議長（山川 豊君） 日程第１８、議案第６１号、あわら市総合振興計画基本構想の

策定についてを議題とします。 

○議長（山川 豊君） 市長から提案理由の説明を求めます。 

○市長（松木幹夫君） 議長、市長。 

○議長（山川 豊君） 市長、松木幹夫君。 

○市長（松木幹夫君） ただいま上程されました議案第６１号「あわら市総合振興計画

基本構想の策定について」の提案理由の説明を申し上げます。 

議案第６１号につきましては、あわら市総合振興計画審議会に諮問いたしました総

合振興計画案について、去る５月２５日に同審議会の答申がありましたので、本定例

会に提案するものでございます。 

ご承知のように、総合振興計画につきましては、昨年１月から、まちづくり計画策

定委員会を中心に取りまとめ作業が行われて参りました。同委員会の５つの専門部会

には、２０人の市民の皆さんにも参画を願い、本案策定までに、実に５０回余りにわ

たる会議の開催と活発な意見の交換、綿密な内容の検討・調整をいただいております。 

福井工業大学教授の吉田純一委員長を中心に取りまとめられたこの総合振興計画

案は、基本構想と基本計画から構成され、まさにあわら市の羅針盤、将来のまちづく

りの指針と呼ぶにふさわしい内容となっています。 

基本構想では、「ゆうゆうと人が輝くいやしと創作のまち」を基本理念に、今後１

０年間で、あわら市が取り組むべき施策の方向性を「５つのプロジェクト」として掲

げております。 

この「５つのプロジェクト」には、現在のあわら市を取り巻く社会潮流を踏まえ、

少子・高齢化社会や団塊の世代にかかる２００７年問題への対応、環境との共生、地

域資源の活用、新幹線開業とあわら温泉の活性化、そして市民参加のまちづくりシス

テムの確立など、あわら市の取るべき施策の方向性を示しております。 

続く基本計画では、「７つのゆう」を柱に、市の施策を分野別に体系化しておりま

す。これらの施策は、市として当然行なうべきものばかりですが、このうち、特に重

点的な施策を「２０の重点施策」として、基本計画の冒頭に掲げております。 

よろしくご審議をいただき、妥当なるご決議をいただきますようお願い申し上げま
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す。 

○議長（山川 豊君） 上程議案に対する質疑を許します。 

○議長（山川 豊君） 質疑はありませんか。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） ４番、山川知一郎君。 

○４番（山川知一郎君） ４番、山川知一郎です。 

総合振興計画案の基本計画の中で、学校教育の充実というところで基本施策の中に、

中学校を統合すると、また中高一貫教育を推進するというように述べられております

が、私が聞くところでは、色々審議会の中ではこの件にについては異論もあったし、

色んな議論がされたというように聞いておりますが、どういう議論がされたのかでき

ればお伺いしたいと思います。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 長谷川理事。 

○市長室理事（長谷川賢治君） 山川議員のご質問にお答えいたします。 

まず総合振興計画につきましては先ほど市長が申し上げましたし、まちづくり計画

策定委員会、専門部会ですね、慎重に審議されまして、審議委員さん２０名も含まれ

ております。 

その中で色々学校問題についても議論はございました、その中では最終的には色ん

な情勢、４つの状況なんですが、その中で統合中学校が妥当であるという結論を出さ

れております。 

それから総合振興計画審議会、２３名の委員さんで組織されておりますが、その中

におきましても、内容的にはですね統合中学校がいいのか、２校存続がいいのかとい

う議論はなされました。その中でですね、今回総合振興計画審議会の答申案の中にお

きまして六つの要望が出ておるんですが、芦原中学校と金津中学校との統合方針が示

されているが、中学校の建設にあたっては子供の教育について最大限に考慮するとと

もに、市民の意見を踏まえ、かつ市議会とも十分協議しながら慎重に対応されたいと

いう意見は伝えております。 

市といたしましては、今回の中学校統合につきましては、基本計画の中では謳われ

ておりますが、実質、総合振興計画の基本構想分をですね、今回の議決としておりま

す。基本計画はですね、議決事件以外のことでありますが、総合振興計画が可決され

てですね、これに基づきまして、今後の統合中学校に向けての建設に入りたいという

具合に考えておりますのでよろしくお願いいたします。 

○議長（山川 豊君） 他に質疑はありませんか。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 質疑なしと認めます。 

○議長（山川 豊君） ただいま議題となっています議案第６１号は、お手元に配布し

てあります議案付託表のとおり、総務常任委員会に付託します。 
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◎議案第６２号の上程・提案理由説明・質疑・委員会付託 

○議長（山川 豊君） 日程第１９、議案第６２号、新市建設計画の変更についてを議

題とします。 

○議長（山川 豊君） 市長から提案理由の説明を求めます。 

○市長（松木幹夫君） 議長、市長。 

○議長（山川 豊君） 市長、松木幹夫君。 

○市長（松木幹夫君） ただいま上程されました議案第６２号「新市建設計画の変更に

ついて」の提案理由の説明を申し上げます。 

議案第６２号につきましては、あわら市の新市建設計画を変更するため、市町村の

合併の特例に関する法律第５条第７項の規定により、議会の議決をお願いするもので

あります。 

その内容といたしましては、坂井地区環境衛生組合のし尿処理施設が老朽化したこ

とに伴い、同組合が施行する有機性廃棄物リサイクル推進施設整備事業を、また、あ

わら市の事業として学校教育施設整備に係る統合中学校建設事業を、さらには、現在

行なっている金津庁舎及び芦原庁舎の分庁舎方式を廃止し、市役所機能を金津庁舎に

統合するための改修事業を、それぞれ新市建設計画に位置付けるとともに、財政計画

を見直すものであります。 

よろしくご審議をいただき、妥当なるご決議をいただきますようお願い申し上げま

す。 

○議長（山川 豊君） 上程議案に対する質疑を許します。 

○議長（山川 豊君） 質疑はありませんか。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 質疑なしと認めます。 

○議長（山川 豊君） ただいま議題となっています議案第６２号は、お手元に配布し

てあります議案付託表のとおり、総務常任委員会に付託します。 

 

 

◎請願１号の上程・委員会付託 

○議長（山川 豊君） 日程第２０、請願第１号、中学校の２校存続に関する請願につ

いてを議題とします。 

○議長（山川 豊君） ただいま議題となっています請願第１号は、お手元に配布して

あります議案付託表のとおり、教育厚生常任委員会に付託し、審査願うことといたし

ます。 

 

 

◎発議第１号、発議第２号の上程・趣旨説明・質疑・討論・採決 

○議長（山川 豊君） 日程第２１、発議第１号、あわら市議会の議員の定数を定める
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条例の制定について、日程第２２、発議第２号、あわら市議会委員会条例の一部を改

正する条例の制定について。 

以上の議案２件を一括議題といたします。 

○議長（山川 豊君） 本案について、提出者の趣旨説明を求めます。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） １９番、見澤孝保君。 

○１９番（見澤孝保君） 議長のご指名がありましたので、発議第１号、あわら市議会

の議員の定数を定める条例の制定についての趣旨説明を申し上げます。 

市町村議会の議員定数については、地方自治法第９１条に規定されているところで

あります。現在、あわら市議会においては、法定上限数２６人のところを、「坂井郡

芦原町及び金津町の廃置分合に伴う議会の議員の定数に関する協議」により、議員定

数を２２人としております。 

本案は、さらに４人を削減し、議員を１８人とするところであります。 

市においては、平成１８年３月に、住民本位の一層開かれた行政運営とスリムで効

率的な行政システムを確立する目的として「行政改革大綱」が制定されました。 

議会としましても、現下の厳しい社会経済情勢を踏まえ、行財政改革の推進の一翼

を担い、最小で最大の効果を上げる、より効率的な議会運営を目指すことが重要と考

え、今回の提案となった次第であります。 

なお、本条例は次の一般選挙から施行いたします。 

所定の賛成者を得て提出をいたしておりますので、よろしくお願いしたいと思いま

す。 

発議第２号、あわら市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について、趣旨

説明を申し上げます。 

あわら市議会の議員の定数を定める条例の制定に伴い、議員定数が１８人となるこ

とから、各常任委員会、議会運営委員会等の委員の定数を変更するため、本条例の所

要の改正を行なうものであります。 

改正の内容につきましては、総務常任委員の定数を８人から６人に、産業建設常任

委員、教育厚生常任委員、議会運営委員、資格審査特別委員及び懲罰特別委員の定数

を７人から６人にするものでございます。 

所定の賛成者を得て提出をいたしておりますので、よろしくお願いを申し上げたい

と思います。 

○議長（山川 豊君） 本案に対する質疑を許します。 

○議長（山川 豊君） 質疑はありませんか。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 質疑なしと認めます。 

○議長（山川 豊君） 討論はありませんか。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） ５番、山口峰雄君。 
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○５番（山口峰雄君） ただ今上程されました、定員削減に対する反対の討論をいたし

たいと思います。 

まず、定員削減は市民の意見の市政の反映がしにくくなると、まず第一の理由はそ

れです。それから、まず提案理由の中に、社会経済状況を踏まえ、行政改革を推進し、

効率的な議会運営を目指すためとなっていますが、そういう社会経済情勢を踏まえる

んでしたら、まず報酬がカットされるべきで、それでその後、定員削減を考えるべき

だと思います。 

定員削減による経費節減の効果は、次回選挙からしか反映されないので、まだまだ

先の事で、ちょっと効率が悪いという具合に思います。 

次にもうひとつ、４名減らす事が効率的議会運営にどれほど寄与するか、非常に疑

問であります。今でも法定数を十分下回っており、２２名でも十分な少数になってい

ると思います。また、合併の時の協議で十分審議して、２２名とされていて、それが

１年もたたないうちに、また削減するというのはちょっと納得いきません。 

合併の時に余り審議されなかったのでなかったかなあと、そういう具合に思います。

それでこれだけの削減したからといって、どれほど効率的な運営がされるのか、はな

はだ疑問であります。 

さらに４番目の理由として、定数削減を今やるという事は、現職には非常に有利で

す。と申しますのは、定員が減ると新人が立候補しづらいと思います。今から定数を

決めれば、準備期間が十分あるので、新人にも有利であるとする意見もありますが、

新人は選挙まじかになってからしか、立候補表明もなかなかできないと、ところが準

備期間が現職は今から毎日のように、こういう選挙運動ができるみたいなもので、そ

れからそういった所から見ても、現職非常に有利であると思います。 

従って、選挙前までに定員削減を考えればいいのであって、そうすると新人とある

程度同じ土俵で戦えるという事になって、そういう意味からも定員削減には反対です。 

その次、５番目の理由としては、拙速な削減、これは前議会で報酬値上げを決定し

た事に対する、何か今議会で定数削減と、市民の皆様に対する、罪滅ぼしか、または

弁解しかならないと、前回は市民感情に逆らって報酬値上げを決議しておいて、すぐ

に今回で市民感情に同調して、配慮して定員削減するんでは、あまりになんか市民感

情に同調して、配慮して、定員削減するんでは、あまり理屈にあわないといいますか、

道理に合わないといいますから、そういう具合に思います。 

それから最後に、定員削減は私も絶対反対というわけではありませんけれど、市民

の意見を聞いたり、他の市の動向を見て、次回選挙からの事なので今すぐ結論を出す

必要はないと思います。 

以上の理由で定員削減には、反対ですので議員各位のご賛同をよろしくお願いしま

す。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 賛成の討論ございませんか。 

○議長（山川 豊君） それでは、山川議員、反対の方ですか。 
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４番、山川知一郎君。 

○４番（山川知一郎君） ４番、山川知一郎です。 

ただ今提案されました、議員定数の削減について反対討論を行ないたいと思います。 

私はまず、なによりも議員定数を削減する事は、議会制民主主義に逆行するもので

ある、住民の意見が言うまでも無く、議員の数が減れば議会に反映されにくくなるこ

とは明らかではないでしょうか。 

また、この議員定数削減が行財政改革になるという理由でございますが、一体なぜ

これが行財政改革になるのか全く理解ができないところでございます。 

そもそも今回の提案は先ほど山口議員も申されましたが、３月議会で多くの市民の

批判がある中で、一方的にほとんど審議もなしに議員報酬のアップを決めた、その事

の市民に対する言い訳として出されてきたものとしか、言いようがないのではないで

しょうか。 

もし、本当に財政改革を言うのであれば、３月アップした分を元に戻すということ

が筋だというように考えます。 

私はいっそ本当に市政が市民のものになるためには、今でさえ法定数を大幅に下回

っている議員定数を削減する事は、絶対に止めるべきだというように考えます。 

そういう点で、議員各位のご賛同を心からお願い申し上げまして、討論といたしま

す。 

○議長（山川 豊君） 他に討論、ございませんか。 

（｢討論なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 討論なしと認めます。 

○議長（山川 豊君） これから発議第１号を採決いたします。 

本案を原案のとおり、決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（山川 豊君） 起立多数です。 

したがって、発議第１号、あわら市議会の議員の定数を定める条例の制定について

は、原案のとおり可決されました。 

○議長（山川 豊君） つづいて、発議第２号を採決いたします。 

本案を原案のとおり、決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（山川 豊君） 起立多数です。 

したがって、発議第２号、あわら市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定に

ついては、原案のとおり可決されました。 

 

 

◎一般質問 

○議長（山川 豊君） 日程第２３、これより一般質問を行ないます。 
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◇笹原幸信君 

○議長（山川 豊君） 一般質問は、通告順に従い、２番、笹原幸信君の一般質問を許

可します。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） ２番、笹原幸信君。 

○２番（笹原幸信君） ２番、笹原、一般質問をさせていただきます。 

質問の内容は、モーターボート競争事業についてと、中学校建設問題についてを行

ないます。 

早速、質問に入らせていただきます。 

まず、モーターボート競争事業についてでございますが、昭和２８年４月１４日、

九頭竜川河口で三国競艇がはじめて開催をされました。大変天気の良い日で、花火が

上がり、謳歌欄万咲き誇る大変な人手であったそうでございます。 

高度成長期や車社会の到来もあり、売る上げは順調に伸びてゆき、三国への繰り出

し金も、３６億円を上限に、毎年２０億から３０億の莫大なものとなり、その収益は

町税と同規模の収入をもたらし、豊かな三国を形成していきました。が、競艇人気は

急落し、赤字へ転落、平成１３年度からは事業収入はゼロとなり、今日にいたってお

ります。 

一方、昭和４３年に三国競走場が現在地へ移転したことに伴い、旧芦原町はモータ

ーボート競争を行う事ができる自治体として、自治大臣の指定を受け、現在、武生・

三国モーターボート競争施行組合が特別競争を含めて１３日、あわら市が月２回、年

間１８０日の開催をしております。 

旧あわら市の売り上げは昭和４４年度で９憶千万円で、以降、昭和５５年度には７

０億円と、毎年順調に推移し、その売り上げは約７倍にも達しております。その後に

おいても増減はあるものの、平成１０年度までは６０億円台をキープしてましたが、

平成１１年、５０億円、１２年、４０億円、昨年にいたりましては２３億円と、売り

上げが急速に落ち込み、ピーク時の平成４年の７８億円から比較をいたしますと、３

分の１以下に激減をしております。 

また、入場者で比較しても、ピーク時、１９万人あったものが、平成１６年度では

７万人と、約１２万人も落ち込んでおり、特に平成１１年からは１０万人を割り込ん

で急落をしております。 

一般会計繰入金に関しましては、旧芦原町時代、昭和４３年から平成１１年の３１

年間に、トータル１０７億円という膨大なお金が、旧芦原町に入ったわけです。年平

均にいたしますと、３億４千万円でございます。ところが、平成１２年度より、繰入

金がゼロとなり、この収入を見込んで行なっていた事業や、町債の返済の見通しが狂

い、大変苦しい台所状況に陥ったのではないかと想像に難くありません。 

一方、競艇基金を見てみますと、平成１５年度、２，７００万円、１６年度、１，

６００万円を取り崩していましたが、昨年度は何とか５０万円の取り崩しで済んでい

るという事であり、残額は７，４３４万円となっております。取り崩し額がゼロにな
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った事と、場全体の売り上げが、９９．７５パーセントであったと聞いております。 

この２点から、下げ止まったと見ていいのか、しかしながら、１８年度の基金につ

いては１，８００万円の取り崩しの予算が組まれているという事は、まだまだ先が見

えないと解釈した方が良いのか、どのようにお考えかお答えを下さい。 

武生・三国モーターボート競争施行組合においては、平成１３年度から１６年度に

おいて、基金１２億９，５００万円を取り崩し、基金残高は２億６千万円に減少をし

ているという事でございます。このため平成１７年４月に、２９６人いました従業員

を希望退職により、１５３名減員をし、現在、１４２名にまで半減をし、賃金も９，

６４０円から２５パーセントカット、退職金は廃止、いろいろなリストラを断行いた

しまして、人件費を９億円を３億８千万円まで減らすという、厳しいリストラを実施

しました。 

それと供に、自動発券機６１台を導入する合理化を進めたということであり、新聞

報道によれば、施行組合では５年ぶりに５億円強の黒字が出たと報道をされておりま

した。が、当あわら市の場合、施行組合の利益には関係なく、事務委託料として売り

上げ掛ける４％、プラス５千万円を支払っているという事で、直接組合の合理化の恩

恵にはよくさないという事だそうです。 

売り上げに関係なく、例えば開催が三国、年１５６日、あわら市、年２４日の比率

で費用を分担した場合はどうなるのか、お答えをいただきたいと思います。 

また、経費削減についてですが、１６年度決算における開催経費の状況を見ますと、

払戻金は売り上げに対する７５パーセント、これは動かせません。その次に多いのが

選手賞金１億５千万円、これも削減する事はできません。施設借り上げ料が１億５千

万円、それと先ほど申し上げました、事務委託料、１億６千万円となっていますが、

この金額で妥当なのかどうか、お答えをいただきたいと思います。 

また、多少にかかわらず、経費の見直しができる点があれば、見直ししていただく

と共に、市当局においては競争場に努められている従業員の方々や間接的に携わって

おられる方々、そして地元等に配慮いただきながら、今後の方向を見定めていただき

たいと思うのでありますが、いかがでしょうか。 

次に中学校建設問題についてご質問をいたします。 

昨年１２月議会において、市長は中学校は統合でとの方針を表明され、今６月議会

において、あわら市総合振興計画基本構想の策定と、新市建設計画の変更が上程をさ

れ、中学校統合の問題が、正式に審議される事となりましたので、ここにこの問題に

ついて、質問をさせていただきます。 

私は議会に上程されていない案件でありましたので、今までは表立った意見、行動

は差し控えてまいったところでございます。 

私がこの統合の問題を初めて知りましたのは、昨年２月、根上り区でトップを切っ

て開催されました、市長おでかけトークでありました。当時私は、区長をしておりま

したので、市長のお話しを聞いた後、区民の皆さんには市民の融和、一体感の形成の

ためには、良い事だと前置きをし、私の思いを次のように話しをさせていただきまし
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た。 

私は昭和３８年３月、芦原中学校公民館グランドの最後の卒業生であります。当時、

旧芦原町には芦原中と合併はしておりましたが、芦原中と北潟中がございまして、現

在の中学校が、山の上で建設中でありましたが、その校舎で勉強する事はかなわず、

北潟の方々と机を並べる事もなく、卒業をいたしました。新中学校へは、一級下の後

輩が２学期から入り、統合中学校のスタートが切られたわけでございます。 

同じ芦原町民でありながら、私にとっては北潟の方は、今もって遠い存在でありま

す。また、北潟の方にとっても、同じ事が言えるのではないでしょうか。 

私の後輩や子供達は、当然のように同じ芦原町民として、普通にお付き合いをして

おります。そして、中学校建設にあたり、統合中学校建設後、２年から３年で、普通

規模の学校になるのであれば、統合するのは当然であり、それが合併の大理念と私は

思います。 

先ほど、おでかけトークの話しをいたしました。そこで私は統合の話しをしたわけ

ですが、一部の方は市民への説明が不足であると言われておりますが、私は市長並び

に理事者が、機会あるごとに各地に出向いて、市としての方針を市民の皆様に説明を

してきたと思っております。説明責任は果しているものと理解をしております。 

統合すると県下一のマンモス校になると、繰り返し繰り返し宣伝されていますが、

確かに今学校が出来上がっているのであれば、その指摘は当然でありますが、現在、

中学を建てるか建てないかの論議をしているわけです。建設するとなれば、４年から

５年はかかるはずです。その頃の生徒数は、８５０名前後になります。決して少ない

とは言いませんが、言われるような県下一のマンモス校ではありません。正確な数字

を出して、住民に市民に伝達していただきたいなと思います。 

さて、統合中学校建設当初は８５０名前後の生徒数ですが、その２、３年後には７

００人台となり、規模的には現在の金津小学校と幼稚園を足したぐらいの数になると

思います。そしてその１年後には６８０名の中規模校になります。 

話しは変りますが、統合しない場合の芦原中学を見てみますと、改築完了時には３

３０名の生徒数でございますが、その３年後には２６０名になります。さらに何年か

後には２００名を切る事も予想されるかもしれません。小規模校どころか、過小規模

校の可能性もないとは言い切れないのであります。 

今年、丸岡中が二つに分かれ、現在６８１名の生徒が在籍しておりますが、３年後

には７２４名に増え、その後も増えつづけ、数年後には統合中と順位が入れ替わるよ

うになると思います。 

旧坂井地区で見ますと、統合４年の頃には、１位が春江中学、２位が丸岡中学、３

位に三国中か統合中になり、以下、丸岡南、坂井中になるのではないかと思います。 

今、あわら市が一体になれる最初で最後のチャンスだと思います。今二つの中学コ

ミュニティを作りますと、２０年、５０年の長きに渡り、旧芦原、旧金津の構図が残

り、それではあわら市の一体感は望む事ができなくなるでしょう。 

また、私は声を大にして言いたいのですが、負の財産を、大きな借金を次世代の子



 

 30 

供に残す事は、断じてすべきではありません。二校と言えるのは、財政の裏付けがあ

ってはじめてできる物であります。 

私は３月議会の一般質問の際、金津高校の卒業式の答辞の中で語られた、私達は先

輩よりひとクラス多かったので、たくさんの友達ができ、大変幸せだったという話し

が忘れられません。 

子供達がどう思っているか、どうして欲しいか、子供達の目線で考えることが一番

大事なのではないでしょうか。子供達の屈託のない素直な意見を聞いていただきたい

と思います。 

多くの子供達は、友達がたくさん欲しいと答えるはずでございます。中学校３年間

というのは、先輩、同級生、後輩と共に過ごし、勉強や部活、いろいろなふれあいの

中で、一生の友達ができる大切な時間なのです。たくさんの友達を作っていただきた

いと私は思います。そうであれば、生徒数もある程度多いほうが私はいいと思います。 

昭和３９年の旧統合芦原中は９７３名、旧金津統合中学はなんと１，２３４名の生

徒がいたのです。二つあわせますと２，２００名でございます。そのごった返す中で

私達は友達を作り、思い出を作り、そして切磋琢磨して、強く生きてきたんです。そ

れが我々団塊の世代なのであります。 

それに比較しますと、統合当初は８５０名です。この人数は確かに多いかもしれま

せん。その３年後は６８０名になってしまうのです。昔の金津中学校の半分の人数に

なってしまうわけです。私は将来を見据えて、子供のためにも、統合に賛成するもの

であります。 

先ほど、市長の方から金津高校に併設型中高一貫校を設置するようとのお話しをい

ただきました。私どもも強く、この一貫校設置を希望をしていたところであります。

市当局に置かれましたは、この事案を強力に推し進めていただきたいと思うわけでご

ざいます。 

以上、私の中学校建設に対する意見、気持ちを述べさせていただきました。 

それではお尋ねをいたします。 

中学校を作りに当たりまして、各方面の意見をいろいろ参考になされたと思います

が、どういう中学校にされるのか、どんな教育を目指されるのか、当議会で採択され

たなら、しなければならない事は、多々あると思いますが、速やかに行い、一日も早

く建設していただき、新しい統合中学校を建てていただきたいと思いますが、いかが

でしょうか。 

以上です。 

○議長（山川 豊君） 議場、静粛にお願いします。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 市長、松木幹夫君。 

○市長（松木幹夫君） 笹原議員のご質問にお答えをいたします。 

１点目の売り上げについてでございますが、確かに、平成１７年度においては、三

国競艇場全体で対前年比９９.７５パーセントの売り上げを確保することができまし
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たが、これだけで下げ止まったと言うのは難しいと思われます。 

売り上げの内容をみますと、総売上額２２１億９,６００万円のうち２３.７パーセ

ント、５２億５,４００万円が電話投票による売り上げであり、また他場に委託して

発売した場外での売り上げが１５.６パーセント、３４億５,７００万円を占めており

ます。 

これらを除いた本場内での売り上げは、１３４億８,５００万円で対前年度と比較

いたしまして、７.２５パーセントのマイナスとなっております。 

従いまして、単年度だけでは判断できず今しばらく売り上げの動向を見ていく必要

があると思います。 

次に事務委託料でございますが、現在、武生・三国モーターボート競走施行組合に

対して、売上額の４パーセントプラス５千万円で事務を委託しておりますが、施行組

合からは、かねてより開催日数割による費用負担を求められているところでございま

す。 

しかしながら、これまでは抜本的な合理化がなされているとは言えず、また売り上

げが減少傾向にありましたことから、あわら市に係る負担はとても応ずることができ

るような金額ではありませんでした。 

ただ、施行組合にあっては平成１７年度になって議員ご指摘のような種々の経費削

減を行っております。まだ、決算書が調製されておりませんので詳細な分析はできま

せんが、平成１６年度の決算から推し量れば、売り上げに対する料率をもって負担す

るのと、開催日数で按分して負担するのとでは、概ね同程度の額になると見込まれて

いるところであります。 

３点目の開催経費の見直しについてでありますが、開催経費のうち、日本船舶振興

会やモーターボート競走会に対するものは法律で定められた率によるものでありま

す。 

また、選手賞金やオーナー経費につきましては、開催日数割の負担となっておりま

す。 

任意の契約によるものは、先の施行組合に対する事務委託料と施設会社に対する施

設借上料であります。 

現在、施設借上料は売上金の５.５％となっていますが、全国的にみて極端に高い

とは言えません。しかしながら、売り上げの減少が続き、施行者が厳しい運営を強い

られている現状に鑑み、施行組合と協力して料率の引き下げについての交渉を行って

まいりたいと考えております。 

また、今後、競艇事業の方向性でありますが、モーターボート競走は、単にあわら

市だけの問題ではなく、地域の一大産業でもあり、これに従事し又関係する市民の方

も少なくありません。 

しかしながら、住民福祉の向上を目的に行なう収益事業でありますから、税等一般

財源により赤字を補填するような事態になれば当然継続できるものではありません。 

ただ、平成１７年度における収支の状況はかなり改善していることや、法定交納付
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金の率もようやく見直しの動きがあり、本年度中には関係法令が改正される見込みで

あることから、これらに期待をしているところであります。 

市としましては、今後できる限り継続していくよう努力してまいりたいと考えてお

りますので、ご理解をお願いいたします。 

次に２点目の中学校問題についてでございますが、先ず、どのような中学校にする

のか、とのご質問でございますが、中学校建設にあたりましては、学校教育に対する

ニーズが大きく変化するなかで、生徒たちの豊かな学びの環境をつくるために、しっ

かりとした整備方針を確立することが極めて重要なことであると思っております。 

昨年、教育委員会が設置した中学校建設検討委員会の報告書では、生徒数の主体的、

自立的な学びを保証する教育環境について考慮すべき事項として、学びの場であるこ

と、集団生活の場であること、地域の人々とのかかわりの場であること、登、下校時

の安全への配慮が行き届いていること、などがあげられております。 

私は、これらのことから、統合中学校は、価値観の多様化、高度情報化、国際化に

対応した２１世紀型の学校、市民の文化、学習センター的な役割を持ち合わせた開か

れた学校を目指すべきであると考えております。 

なお、今後、統合中学校建設を進めるにあたっては、生徒のことを最優先に考え、

将来における教育内容や、時代、社会の変化に対応できる新しい教育のあり方につい

て、それぞれの立場で積極的かつ活発に議論をいただき、ハード、ソフトの両面につ

いて、多くの方々にご意見、ご助言をいただかなければならないと考えております。 

次に、どんな教育を目指すのかとのご質問でありますが、現在、教育委員会では、

２１世紀を切り拓く心豊かでたくましい人間の育成を、合併後のあわら市の教育方針

として定めております。 

具体的には、個人の尊重、自律心、義務を果そうとする責任感、他人を思いやる心、

公共の精神、規範意識など、幅広い教養や健やかで豊かな人間性の育成を図ることを

基本とし、市の基本理念である「多世代の学び合いで生きる力が湧き出るまち」にふ

さわしい、時代に即した教育の進展を目指していただいているところであります。 

今後も一人ひとりの個性に応じて、その能力を最大限に伸ばす教育を目指していた

だきたいと思いますが、具体的には、統合中学校が開校した時の教育を取り巻く環境

や社会情勢等を勘案し、その時代に応じた適切な教育を目指していただくことが、一

番良いことだと考えております。 

次に、今後の建設のスケジュールに関するご質問でございますが、あわら市の最重

要課題であり、合併特例債を最大限に活用しての建設を考えております統合中学校建

設は、遅くとも合併特例債の期限までに完了しなければならないと思っております。 

もとより、統合中学校は新市のシンボル的施設を建設して、様々な交流やコミュニ

ケーションによる市民融和の推進が図られ、新しい市民性が醸し出される、一体とな

った町づくりを進める上での核となるものと期待をいたしております。 

私といたしましては、このためには統合中学校の建設にご同意をいただき、一日で

も早く建設に向けた諸準備に取りかかりたいと考えております。 
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今後、場所の選定、名前などを始め多くのことについて、議会でご審議をいただか

なければならないと思っております。 

合併特例債の期限を考えると、残された期間は長くないと考えておりますので、議

員各位のご理解とご同意を賜りますようお願いいたします。 

 

 

◇向山信博君 

○議長（山川 豊君） 続きまして通告順に従い、８番、向山信博君の一般質問を許し

ます。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） ８番、向山信博君。 

○８番（向山信博君） ８番、向山、質問をさせていただきます。 

国内は幼い子供が誘惑されたり、殺されたり、何ともいえない事件が相次いでおり

ます。そして、なかなか解決に至っておりません。国民の一人として、そしていろい

ろな局面での人との信頼関係の機悪差の現れであるというように苦慮しているとこ

ろでございます。 

また、情報化社会の中で、益々複雑になる人間関係の中で、お互いの信頼関係を築

くためには、大変な努力が必要であると思います。従って、このうような事は、まず

親子の信頼関係からはじまるのではないでしょうか。 

小さい子供の頃から、親がしっかりと教えなければならないのであり、学校の先生

や、他人を頼りにするものではないというように思います。 

小泉総理もおっしゃいました、子供を強く抱きしめ、そっと降ろす、この事は子供

の教育の本願であり、ほとんどが占められていると思います。 

今、話題になっております中学校建設問題にしても、子供の為といいながら、親が

自分の都合で、意見を戦わせているというように思います。 

本当に子供たちは、どのように考えているのか、この事がもっとも重要であり、真

剣に考え、真摯に議論をしなければならないというように思います。 

将来、大変複雑な大人社会で生活をする子供の為にも、強い精神と健康な体を育て

る為に、部活や課外事業、塾通いは親や家族の責任として、やらなければならないと

いうように考えます。 

親や家族が苦労しなくて、誰にその責任を持っていくのか、ちょっと考えればわか

るというように思います。 

近頃は学校の先生や、教育委員会に駆込む親が多いというように聞いておりますが、

これらも親としての責任を全うしないで、他人に押し付ける行動であるというように

思います。 

我々の年代の親が、躾が悪かったというように反省をしているところでございます。

親が自分の子供を、個性のある、何事に対しても精神的に強い子供を、責任を持って

育てる事だというように思います。 



 

 34 

私も背中を見ている子供の為に、しっかりと責任のある行動をしなければならない

というように思っている昨今でございます。 

さて、前置きはこのぐらいにいたしまして、質問に入りたいと思います。 

市は行政改革の一環として、職員の削減を行なってきておりますが、職員は行政の

コーディネーターであります。この働きが住民に大きな影響を及ぼす事から、その能

力を最大限に発揮できるような、組織体制と公正な賃金制度、評価制度が必要である

というように思います。 

私もこの事につきましては、過去に二回ほど質問をさせていただきました。これか

ら益々財政状況が厳しくなり、市民へのサービス低下が懸念をされる中で、その影響

を最小限に組みとめる為にも、民間並みのあわら市独自の賃金制度、評価制度を確立

し、やる気のある、そしてまた、結果を残す職員の要請が、即必要ではないかという

ように考えます。 

来年４月から、庁舎の統合もあります。この際、気持ちも環境も一新する為に、こ

の事の導入をぜひ考えるべきだろうというように思いますが、市長のお考えをお聞き

したいと思います。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 副市長、坪田雅一君。 

○副市長（坪田雅一君） 向山議員のご質問にお答えをいたします。 

あわら市独自の賃金制度、評価制度の導入に関するご質問でございますが、現在の

市職員の賃金制度につきましては、人事院勧告や県人事委員会勧告に基づき、国や県

に準じた内容のものとなっております。 

昨年の人事院勧告では、給与構造の抜本的な改革が行われまして、給料表の水準が

全体として４．８パーセント引き下げられたほか、年功的な給与上昇の抑制と職務や

職責に応じた給与体系への転換が図られております。 

さらに、勤務実績の評価に基づく昇給の実施や勤勉手当への勤務実績の反映などが

勧告されております。 

とりわけ勤務実績の昇給や勤勉手当への反映につきましては、新たな人事評価制度

の構築を視野に入れ、成績判定結果を的確に反映できるような給与制度の整備が各自

治体に求められているところであります。 

このようなことから、市では本年度から試行的に職員の勤務評価制度を実施いたし

ております。 

本市の勤務評価制度は、目標設定による評価制度を導入するものであります。これ

は、市の総合振興計画に基づく施政方針を基本として、各部ごとの部局目標や課ごと

の所属目標、各グループごとのグループ目標、さらには職員それぞれが個人目標を定

め、それを自らの力でクリアすることで職務への達成感や意欲を高めることができる

点に着目したものであります。 

評価の人事、給与面への具体的な反映につきましては、一定の試行期間を置き、評

価の精度を高めた上で行なうべきものと考えておりますが、より公平な勤務評価制度
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を確立し、職員の能力や成果、チャレンジ精神などを適正に評価することで、職員個々

の士気を高め、市民の皆様や組織から期待され、成果を残せる人材の育成につなげて

まいりたいと考えておりますので、ご理解いただきますようお願いしたします。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） ８番、向山信博君。 

○８番（向山信博君） 今の副市長の答弁である程度は理解をできました。ただ、私が

申し上げておりますのは、市独自の面を大きく出さなければならない。それは先ほど

も申し上げましたけれども、本人のやる気、そしてそれが結果として繋がるような体

系であるというように思います。 

また、人間は感情の動物でございます。さてといいましても、個人でやるのではな

く、課、そして他の課とか部の関係の人が、複数で査定をする、評価をするというよ

うな制度も必要ではないかというように思います。 

従って、この事につきましては、今後、私も更に勉強いたしまして、再度、次回に

でもまた質問したい、従って市におかれましても、今後、この事を時間を余りかけな

いで、早急にです、勉強していただいて、これを導入することが真に市民にサービス

を提供する組織の体制作りになるんではないのかというように考えますので、この事

を十分にお願いを申し上げまして、私の質問を終わらせていただきます。 

ありがとうございました。 

○議長（山川 豊君） 暫時休憩をします。 

開会は１時から開会をいたします。 

（午前 11時 43 分） 

 

○議長（山川 豊君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 13時 00 分） 

 

 

◇山口峰雄君 

○議長（山川 豊君） 通告順に従い、５番、山口峰雄君の一般質問を許可します。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） ５番、山口峰雄君。 

○５番（山口峰雄君） 議長のお許しがでましたもので、５番、山口が一般質問させて

いただきます。 

質問のタイトルといたしまして、地域における金津創作の森の役割について、それ

とあわら市の人口増加対策について、この２点について質問させていただきます。 

まず最初に地域における、金津創作の森の役割について、金津創作の森は、平成１

１年のグランドオープン以来、毎年海外から著名な作家を招待して開催しているグラ

スワークショップを始め、現代美術展の開催等、全国でも、地方の文化施設としては

例のない実績を上げています。また、県内のマスコミ等にも毎回イベント等など、大
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きく取り上げられており、地元関係者として大変うれしく思っているところでありま

す。 

先月のアートフェスタ、フレンチトーストのイベントの時も、私も行ってきました

が、大勢の人が訪れており、さらには、先月、あわら温泉とのタイアップ事業として

ＮＨＫの番組でも取り上げられており、創作の森の新しい役割とあわら市の活性化に

繋がっていると思いました。 

平成１７年現在、会員数も個人会員２１９名、法人会員１５５社となり、ご理解と

多額の援助もしていただいています。 

新聞、テレビ、ラジオ等のニュースでも５９回も取り上げられており、あわら市の

イメージアップになっております。利用者も平成１１年のオープン以来、１１年度で

は６９，２３９人、１２年度では９１，３１９人、１３年度１０３，０８２人、１４

年度は１１８，６３８名、１５年度は１１５，１６４名、１６年度は１３６，０５７

人、１７年度は１２０，９７５人と着実に増加してきております。創作の森が広く、

こういう事を見ますと、社会に受け入れられていると考えてもいいんじゃないかと思

います。 

そこで、金津創作の森は次の３つのコンセプトからなっております。コンセプトに

よって運営されています。第１番目に文化、芸術の発信基地としてあわら市のイメー

ジアップ、第２番目に創作活動を中心とした交流による地域住民意識の活性化、３番

目として、将来に誇れる本物の文化遺産の形成。このようなコンセプトで運営されて

おりますが、このようにどちらかというと格調の高い目標のために、地域住民には、

事業のレベルが高く、中々理解出来にくいという声もあります。事実であります 

しかし、他地域の方には、相当知られており、他の地域には相当知られておるのに、

あわら市民には十分に理解されていないように思います。 

文化にも、生活文化のレベルと、芸術文化、学術文化といった非日常型レベルの文

化がありますが、芸術文化の観点として事業を展開して来ている、創作の森について

は、理解を得るのには時間がかかると思います。もっと長い目でみなければならない

のではないかと思います。市民の中には、金食い虫のようにという批判もありますが、

今、申し上げた通り、もう少し長い目で見なければいけないのではないかと思います。 

しかし、合併と同時に、市が指定管理者として指定した、創作の森財団の運営につ

いて、特に事業予算に対する市の補助率が減少してきているのではないでしょうか。 

平成１６年度は１千万円、１７年度９００万円、１８年度は５００万円と暫時減少

してきております。これでは活動が、だんだん停滞してくるのでないかと心配してお

ります。 

今後、創作の森に対して、市民一人当たりの文化予算をいくらと決めて、その評価

をしていく考え方はあるのか。それから再来年には１０周年を迎える創作の森に対し

て、市の基本的な運営計画についての考え方をお尋ねしたいと思います。 

また、地域住民に理解を得ていくための新たな事業施策があるのか。こういう事に

ついてお伺いしたいと思います。 
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創作の森は全国の市町村でも異色の施設であると思います。創作の森を発展させる

とにより、あわら市を文化、芸術のある住みよいまちにすることができ、これが人口

増加にも貢献するのではないかと思います。 

それでは第２点目の質問に入らせていただきます。 

あわら市の人口増加対策について、日本の総人口がマイナスに転じたなかで、先般

の国政調査であわら市の人口もこれに漏れず減少して、その為交付金も減らされる事

になりました。しかし、そのなかで、人口を増やし続けている自治体があります。 

それも大都市周辺のベットタウンでもなく、学校や企業誘致に成功したわけでもな

いのにであります。そうした自治体に共通するのは、暮らしやすいまちづくりであり

ます。 

地道な努力が人口増とという成果を生み出したようであります。ちなみに人口の増

加率の高い市町村を挙げますと、１番目、精華町、京都府、これ２９．９パーセント、

船橋町、富山県、２４．２パーセント、滑川町、埼玉県、２０．２パーセント、竹富

町、沖縄県、１８．０、三好町、愛知県、１８．０パーセント、浦安市、千葉県、１

６．８パーセント、木津町、京都府、１６．２パーセント、富谷町、富山県、１５．

８パーセント、東出雲町、島根県、１５．６パーセント、河北町、石川県、１５．３

パーセント、菊陽町、熊本県、１４．４パーセント、印旛村、千葉県、１４．０パー

セント、伊奈町、埼玉県、１３．４パーセント、東神楽町、北海道、１３．１パーセ

ント、開成町、神奈川県、１２．９パーセント。 

今、１５位まで申し上げましたけれど、この中でベットタウンとして、人口増加率

が高い都市がほとんどでありますけれど、中で竹富町というのは高出生率による人口

増加を果しております。 

また、１５番目の中には入っていませんけれども、静岡県の長泉町、人口増加率７．

１％を記録しておりますが、この町は竹富町と同じく、高出生率を誇るからで、一人

の女性が生涯に産む子供の数は１．６８人。全国平均がこの時は１．２９を大きく上

回っております。ちなみに平成１５年度の旧金津は１．４５、旧芦原は１．０９であ

ります。あわら市全体としては、まだ数字がでておりませんけれども、余り高くなく

て、全国平均に近いんじゃないかと想像されます。 

それで長泉町ではどうしてそういう事をやっているかと申しますと、修学前の医療

費の無料化、保育所のサービスの多様化、子育て支援センターの設置、児童館による

支援など、充実した子育てしやすい環境を整備しましたが、少子化対策というこれら

は対症療法的なものであり、ことを全面に打ち出したものではないと、すなわち少子

化対策としての施策というよりも住みよいまちにするための施策として、その中の一

貫として打ち出されております。 

すなわち、２０００年の４月の役場の機構改革を断行して、長泉町はこども育成課

という課を新設しました。誕生から中学校卒業まで子供に関する業務を一本化したと

いうことです。 

保育園は厚生労働省、幼稚園から中学までは文部科学省といった縦割り行政の弊害
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を断ち切り、効率のよい行政運営を目指したようです。あわら市に関しますと保育所

は社会福祉課、幼稚園から中学までは教育委員会という具合に、やはり国と同じ縦割

りであります。 

北海道の伊達市は、住みよいまちづくり課という課を作っております。北海道南西

部に位置する伊達市は、人口３万６千人で人口増加率は０．５パーセントであります。

微増ながらも道外からの移住者が毎年２００人から３００人に達しているという事

です。主に定年退職者です。 

団塊の世代の大量定年が注目される以前の１９９９年から伊達市の菊谷市長は、全

国に先駆けて人の誘致というものを提案してきました。その結果だと思います。 

人口減少時代とは職場、住居に縛られない人たちが、住みやすい場所を求めて動き

始める時代だといわれています。いいかえると、暮らしやすさを求め、日本列島を移

動する人の群れが増大するとも言われております。 

とくに団塊の世代にこの現象が当てはまるんじゃないかと思います。団塊の世代の

人たちの誘致に取り組めばいいんじゃないかと、効果的じゃないかと思います。 

人口減少時代に入ったのだから、あわら市も当然、人口減少、少子化は避けられな

いんだ、とあきらめないで、努力して欲しいと思います。 

丸岡、鯖江も増加していると聞いておりますが、あわら市は隣にいて、どうして増

加しないんでしょうか、ちょっと遠いからか、ということをちょっとお伺いした事も

ありますが、そのように単純に片付けていいものか、ちょっと疑問だと思います。 

そこで、あわら市の人口増加対策について、何かありましたらお伺いしたいと思い

ます。 

以上で質問を終わります。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 市長、松木幹夫君。 

○市長（松木幹夫君） 山口議員のご質問にお答えをいたします。 

平成１１年にグランドオープンいたしました金津創作の森は、平成１７年度までの

入場者数が７５万４，４７４人を数えるまでになっております。 

特にあわら市になってからは、財団が事業運営を行なうことになり、民間的発想で

各種事業の展開を目指しているところであります。また、事業運営予算は、平成１７

年度においては、５，２４５万７，０００円となっており、これに占めるあわら市の

補助金は１，６１５万円であります。なお、自主財源といたしましては、利用料、入

場料、講座受講料、商品売り上げ、協賛金などで７０パーセントとなっており、自立

に向けた経営に努力しているところであります。 

現在、芦原温泉と当施設とのタイアップにより、相互の有効活用ができないかと検

討中であり、温泉観光客が陶芸や芸術などの制作体験が出来る各種施策を考えている

ところであります。 

厳しい市の財政状況の中、補助率低下につきましては、財団の経営努力をお願いい

たしているところでございます。 
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金津創作の森事業の基本理念は、あわら市のイメージアップ、人の交流、本物の文

化の形成という三本柱であり、設立当初からこれに沿って事業展開をいたしており、

市としてのバックアップは欠かせないものと思っております。 

さて、運営計画は、財団として理事会や評議員会があり、民間企業でご活躍の皆さ

んや入居作家の方々のご意見をいただき、自主運営に向かって努力をしているところ

であります。今後も公益法人としての役割と自主性を尊重し、援助はいたして参りま

すが、行政的関与は控え目なほうが好ましいのではないかと考えております。 

次に、地域住民の理解を得るための新たな事業施策についてでありますが、森から

出て、まちなかを利用した展覧会の提案や芦原温泉へ観光客を集客する事業などが企

画されております。これらの施策の実施にあたりましては、市民の皆様のご理解を得

ていきたいと思っております。 

さらには、親しみやすく参加しやすい事業展開につきましては、これまで同様、自

動車関係のイベントや展示試乗会、アートマーケット、クラフトマーケットなどの定

期的な開催はもとより、多くの地元住民が集うイベントも考慮して行きたいと思って

おります。 

これからも、地元をはじめ、県内外の多くの皆様方に広く親しまれる施設づくりに

努めて参りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

また、議員の創作の森に対して、市民一人当たりの文化予算を決めて、その評価を

していく考え方があるのかというご質問でございますが、これについてはかなり難し

いと思っているところでございますが、今後、市の文化予算が同あるべきかという事

については、検討をしていく必要があろうかなと思っております。 

また、再来年の１０周年を迎える、創作の森に対する、市の基本的な運営計画でご

ざいますが、これにつきましては、先ごろの理事会で、羽柳館長がお出でになりまし

て、再来年のそういった計画につきましては、今後相談をしながら進めてまいりたい

ということで、お話しがございますので、今後もお願いをいたしたいと思っておりま

す。 

次に２番目の市の人口増加対策についてでございますが、議員ご指摘のように、平

成１７年国勢調査におけるあわら市の人口は、３万１,０８０人で、平成１２年に比

べますと１,０９８人の減少となっております。 

人口減少の要因としましては、少子化の進行や、あわら市のおかれた地理的条件な

どが挙げられていますが、特に減少が顕著となった芦原地区では、旅館などの事業縮

小、廃業といったことも要因の一つとして考えられます。 

このように、平成１７年の１０月１日の国勢調査では、全国で２,２１７市町村が

ございました。あわら市も含めて、約７割に当たる１,６０５の市町村で人口が減少

をいたしている反面、ただいまご紹介をいただきました市町村の約３割が、人口の増

加が報告されております。 

こうした市町村では、増加の理由に違いはあっても、議員ご指摘のように、「暮ら

しやすいまちづくり」あるいは「住みたくなるまちづくり」といった視点に立って、
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各種施策を進めてきた結果が数字になったものと思っています。 

ただ、ご案内のように、人口増加策と申しましても、単に一つの施策のみで結果に

つながるものではなくて、企業誘致や魅力的な住環境づくり、子育て支援など、ハー

ド、ソフト両面からの複合的な対策が不可欠となってまいります。 

あわら市におきましては、本定例会に提案いたしました総合振興計画や現在策定作

業を進めています都市計画マスタープランにおいて、企業誘致における住近接型のま

ちづくりの推進、景観の整備、子育て支援の充実、団塊の世代をターゲットにした定

住化対策などを掲げておりますが、今後はこうした一つ一つの施策を着実に実践して

いくことが肝要と考えております。 

また、企業誘致につきましては、現在、数社の誘致に取り組んでいるところであり

ます。 

なお、あわら市では、現在、２つの構造改革特区の認定を受けておりますが、今後

も国が進める先進的な施策にいち早く呼応し、他の自治体に先んじた施策を積極的に

展開することにより、あわら市ならではの、「暮らしやすいまちづくり」「住みたくな

るまちづくり」を進めてまいりたいと存じます。 

そして、こうした施策の積み重ねが、必ずや、あわら市の人口増加につながるもの

と思っていますので、今後ともよろしくお願いを申し上げます。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） はい、５番、山口峰雄君。 

○５番（山口峰雄君） ５番、山口です。 

ご答弁に対して、再質問をさせていただきたいと思います。 

まず、第一点目の創作の森の役割についての再質問ですけれど、今回、あわら市総

合振興計画がご提案され、基本理念に「ゆうゆうと 人が輝く いやしと創造のまち」

を掲げておられますが、この創作のまちというのは、創作の森をイメージしているの

ではないかと思いますが、この創作の森はこの理念を実施するのにぴったりと思いま

す。 

この計画との振興計画との整合性について、市長のご見解をお伺いいたしたいと思

います。 

それから、もう一つ次の人口増加対策についてですけれど、長泉町の子供育成課や

伊達市の住んでみたいまちづくり課のように、人口増加対策の専門の課を設けて取り

組むというようなお考えはあるかないか、お聞きしたいと思います。 

お願いします。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 教育次長、中橋憲治君。 

○教育次長（中橋憲治君） それでは山口議員の再度のご質問にお答えをいたします。 

議員ご指摘の通り、全市民が文化芸術に親しみ、関心を持つことは一般的にはかな

り困難であるというように存じております。 

新設から８年目を迎えております、創作の森でございますが、この間の果した役割
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は多大なものがありますし、各種の事業は今後とも継続していくことこそが、必要で

あり、これが大きな力だと考えております。 

今後は市の総合振興計画に掲げております、４つの基本施策に乗っ取り、市民の芸

術文化に対する意識の醸成、創造性を活かした産業、教育等の多方面の分野との融合

を図り、市民が参加しやすく、親しみのある環境作りを目指してまいりたいと思って

おります。 

更に地域の皆様はもとより、多くの文化団体や市民団体、企業との連係を図り、地

域の芸術文化資源としての役割を果しながら、主体性のあるネットワーク体制を構築

してまいりたいと考えております。 

金津創作の森は、他の施設にない、美しい森を持っており、その森に配置されてい

る作品群も貴重な財産というように思っております。 

これらを守り、育て、真に癒しと創作のまちづくりに向けて、各種事業を今後とも

展開してまいりたいと考えておりますので、どうかご理解とお力添えを賜りますよう

にお願いを申し上げるしだいでございます。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 総務部長、神尾秋雄君。 

○総務部長（神尾秋雄君） 山口議員の再度のご質問にお答えします。 

人口が増加している、長泉町やら伊達市のように、人口増加対策専門の課を設けて

取り組んでいく考えはないかというご質問でございますけれども、人口が増加してい

る自治体にはそれぞれの周辺環境とか地理的なベースがあると考えております。 

先ほどの市長答弁にもございましたように、暮らしやすいまち、住みたくなるまち、

それを進めていく上では、全体のバランス、それから総合力というものを高めていく

必要がございまして、一部分だけを強化すればよいというものではないという具合に

考えます。 

しかし、議員がご指摘の用に、市民の皆様のニーズを受け止めた施策を展開するこ

とが重要であると考えております。 

ご紹介のありました、長泉町の事例はですね、少子化対策として子育ての分野を一

元化したというものではございませんで、住みよいまちにする為に行政サイドの都合

ではなく、子供を持つ親の立場で組織機構の改革を行なったということでございます。 

そのような視点に立ちまして、あわら市の今後の組織見直しにおいても、大変重要

なテーマでありますので、縦割りの弊害をできるだけ排除いたしまして、市民の皆様

にとって負担とならないような、１ヶ所で用が済む、いわゆるワンストップサービス

というものに重点を置いた組織機構になるよう、十分検討してまいりたいと考えてお

りますので、よろしくお願い致します。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） ５番、山口峰雄君。 

○５番（山口峰雄君） それではこれで、質問を終了させていただきます。 

 



 

 42 

 

◇石田則一君 

○議長（山川 豊君） 続きまして通告順に従い、１１番、石田則一君の一般質問を許

可します。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） １１番、石田則一君。 

○１１番（石田則一君） ただ今議長の許可を得まして、１１番、石田が質問をさせて

いただきます。 

私は市の適正な職員の確保、新規採用をはじめとする、定年延長をどうするのかと

いうような議題に絞りたいと思います。 

平成１６年３月ですか、３月１日に持ってあわら市が誕生いたしました。 

それより今日まで、３年と４ヶ月が経っております。この３年と４ヶ月というのは、

諸氏万端において本当に長いのか、あるいはもう３年と４ヶ月も経ったのかというよ

うな、感情がいろいろともつれてくるのは私だけかもしれませんけれどもあります。 

本当に月日の流れが速いのか、あるいはこの３年４ヶ月間の間にいろいろな事があ

ったんだなと、いうように思っております。 

特に私が感じましたのは、職員の数が合併時には４１６名おりました。４１６名で

事務局の思案が３２４名かと思いました。そうしますとその差が９２名おったんです。

だから私はその合併当時、９２名の職員を減らすという事に対して、大変な不安を感

じておりました。本当にそれができるんだろうかと、それが案に諮らんずや１６年度

の３月１日に合併をいたしまして、３１日まで、この１ヶ月間に１２名が退職をされ

ました。 

それから１６年度は予定数が４名のところを２０名が退職をされ、１７年度は２３

名、１８年度は２６名と予想以上の退職をされた方があります。もちろんこれは定年

退職を含めての話しでございますけれども、ここで８０名近く、１８年度までに少な

くなってしまったという事です。 

これは最初の計画通り３２４人に近づいていくんだから、悪い事ではないんですけ

ども、余りにも極端に減ってきているという事、これは何か想定以上に減ったという

ことに対しての、一つの私は問題点も何か含まれているんじゃないだろうかと、これ

は考えなくてはならんと思います。 

これは別問題といたしまして、さらに２０年度からの５年間で９０名、これはもう

ある程度確定した数字です。２０年には１５人、２１年には２３人、２２年には１２

人と３年間で５０人退職されます。これは退職が決まった人だけであって、希望退職

なり、何かがあればこれ、５０人以上になります。 

また、２３年、２４年には２０人づつが団塊の世代と言えばそれまででしょうけど

も、４０人やめられて、５年間で９０人の職員が退職する事になります。そうします

と、今度出されました行政改革の３１２人に対して、９０人から１００人以上の退職

者が出るという事です。 
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そうしますと５年間で持って、３人に一人の割で新採用者になるということです。

これは流れ作業で物を作る会社とか、物を販売する会社と違って、地方行政というの

は知識も大事ですけども、経験も非常に大事です。だから、５年以降には３人に一人

は５年未満の経験者が多くいるということです。 

これは取り様によっては、こういう行政機関っていうところにおいては、相当の負

担になるかと思います。いわゆる何というんですか、現在の市役所のこういう形態を

見ましても、いわゆるパソコンで持っての通信、お互いが通信をやる、あるいは携帯

電話でメールでもって応対すると、そこには本人の人間としての感性もなければ、感

情も何も含まれていない、ただ文字のやり取りであって、この問題が段々、新人が出

てきて、そういう本当の器械でもっての応答になりますと、無味乾燥になってしまっ

て、ある製造工場の経営者が言っておるんですけども、熟練工はもういらないんだと

いうので、新しい機械を入れて、じゃんじゃん物を作りましたけれども、２、３年し

たら、やはりだめだと、熟練工が何人かおらないと、生産がどうもうまくいかないん

だと、熟練した人は工場に入って、モーターの音を聞いただけで、ここが悪いなとか、

あるいは臭いでもって、表面の製品の温度差によって、これはまだ火が弱いとか、強

いとかわかるんだと、これはただコンピューターを動かして、ボタンを押している人

間にはわからないんだと。今、本当にそういう熟練の者が必要とされているんだとい

うようなことを話しておられました。 

これと同じように、いわゆるこの市役所においても、あるいはそういう企業におい

ても、知識の伝達というんですか、知識を伝えるのにはパソコンとかそういう物で伝

える、それも大事だけども、いわゆる暗黙的な知識の伝達という方法を、今言ってお

りますけれども、もの言わなくても、何年も一緒におると、心が通じ合う、いわゆる

長い間夫婦をしてますと、おいと言うと、奥さんがすぐ通じるように、そういうもの

が無くなってしまうということです。 

これは、こういう行政においては、もうすごく大切な事であって、いわゆる職人が

弟子にものを教えるには、言葉や数字じゃなくして、体験とかそういうもので教えて

いくと、これは、やはりそばにいて、一緒にいて、習わなくても覚えるものがあるん

ですね、そうしますと、今年の３月の３１日にも４０年間か勤務しておられた部長ク

ラスがこうやめて、その他にもたくさんやめられたと、こういう貴重な人間がじゃん

じゃんやめていかれて、今新卒でもって５人出たから５人足せばいいんだというよう

な問題では解決できない事がでてくるんじゃないだろうかと。 

これは単純な新人を補うという問題じゃなくして、この前の２１年度ですか、現に

行政改革を発表されまして、民間企業にも積極的に民間委託などの手法を取り入れま

すというように出ておりますけれど、やはりどのように民間企業に委託するにしても、

新規採用は絶対必要だろうと思います。これは１０年間で１００人近くやめていくと

いうことは、これはもういくら民間に委託しても、そんな訳にはいかないだろうと思

います。 

ここでいわゆる新規採用の場合、全部新しい学卒なのか、あるいはある程度の経験
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をもった中途採用をするのか、あるいは場合によっては特殊な技術を身に付けた、プ

ロ級の方を期限限定でもいいから、採用してそれを補うというようなことをやるのか

どうか、どうお考えかお聞きしたいのと、また、定年退職、勧奨年齢っていうんです

か、５９歳とか聞いておりまして、まだやる気が十分あるんだけれども、これは仕方

ないんだといってやめていかれる方も、やめなくてはならないようになっております

けれども、これらをもう少し延長して、一つ地域行政の為に働いてもらうとかという

ような考えがあるのかどうか、あるいは今後についてどうお考えなのかを、簡単でい

いですから、一つ市長のお答えをお願いしたいと思います。 

よろしくお願いします。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 副市長、坪田雅一君。 

○副市長（坪田雅一君） 石田議員のご質問にお答え申し上げます。 

市では合併後、適正な職員数を早期に達成するため、今日まで新規の職員採用を差

し控えてきたところでございます。 

合併当初は、類似規模の自治体の職員数を基礎に、平成２５年までに職員数を３２

４人に削減することを目標に掲げてまいりました。さらに、昨年度策定をいたしまし

た行政改革大綱では、平成１７年度当初の職員数３６６人に対し、平成２２年度当初

までに１５％以上の５５人を削減することを目標に掲げまして、最終的には職員数を

３１１人とするとしたところであります。 

議員ご指摘のとおり、合併後は早期希望退職者の増加などによりまして、予想を上

回るペースで職員の削減が進み、平成１９年度当初の職員数は３１８人になる見込み

であります。合併当初の削減目標に達するものであります。 

適正な職員数を確保するため、平成２０年４月からは、退職者数を勘案しながら計

画的な職員採用を行なうことといたしております。 

採用に当たりましては、職員の年齢構成や適正な職員配置を考慮するため、採用枠、

採用基準等を精査する必要があるほか、退職職員を再雇用する「再任用制度」や専門

的知識や優れた識見を有する者を期限付きで採用する「任期付き任用制度」などの導

入も検討して参りたいと考えております。 

また、職員の退職勧奨年齢につきましては、県内市町の状況を見極めながら充分、

今後検討して参りたいと考えておりますので、ご理解いただきますよう、よろしくお

願いいたします。 

 

 

◇丸谷浩二君 

○議長（山川 豊君） 続きまして通告順に従い、１２番、丸谷浩二君の一般質問を許

可します。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） １２番、丸谷浩二君。 
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○１２番（丸谷浩二君） それでは通告順に従いまして、一般質問をさせていただきま

す。 

私の質問につきましては、今日、数ある一般質問は、ほとんど中学校問題でござい

まして、私はぐっと年齢を下げまして、このままいきますと、この質問をする子供た

ちはどちらにしましても、新しい学校に入れる年頃になるのかなというように思って

るところでございます。 

昨今、世間を寒くしてますのは、小さな子供達がいろんな事で犠牲になってるとい

うことで、蓋を空けますと近所のおばちゃんにというような、本当に体中が冷え込む

ような話しが多々出てまいりました。 

私の地区におきましても、小さな子供が今では数名しかおりませんけれども、その

ことについて理事者側の答弁をお願いしたいというように思います。 

あわら市も合併いたしまして３年目を向かえているところでございます。合併当時、

旧芦原町、旧金津町、いろいろ行政の違いによりまして、私が申し上げております、

幼児の教育方針が変っておりました。 

芦原町につきましては幼児園の方式、金津町につきましては保育所、幼稚園という

な教育を継続して、そのまま今日まで来ているところでございます。 

合併直後は、私自信、教育厚生常任委員会の一員として、いろんな話しを聞きまし

て、ことあるごとにそういった形につきまして、質問をさせていただきまして、理事

者の方はなんか３年ぐらいを目途に答えを出していきたいというような事を、今も覚

えているところでございます。 

その後、旧金津町で保育所の民営化政策が始りまして、金津地区の伊井保育所、細

呂木保育所、そして今年４月には金津東保育所が民営化をされて、それぞれが地域の

保育所として運営をなされているところでございます。 

この間、これまであまり問題視されてこなかった５歳児につきまして、児童や児童

の保護者の方々のいろんな保育ニーズ、教育ニーズの多様化と申しますか、家庭環境

の変化によりまして、そのまま保育所に残る児童と幼稚園に入る児童が出てまいりま

した。 

過去には割合的に半々となったり、ただでさえ少ない地域の子供達が、１年間違っ

た環境で過ごすことになっているというようなこともありました。特に、今年につき

ましては、ある保育所では結果的に、男女分かれて保育所に残る児童、幼稚園に上が

る児童と、あまり教育上考えましてもよくない形態となっているようであります。 

これらの事はこれまでも、幼稚園教育の重要さを考え思いながら、機会あるごとに

進言をしてきたことでもありますが、今日のように児童、保護者の社会的環境の変化、

保育ニーズの多様とも重なり、大変難しい時代になったものだと感じているところで

ございます。 

このことはすなわち、児童を取り巻く家庭環境、そして保護者の費用負担の関係も

あるんではないかというように思っているところでございます。一方芦原地区の幼児

につきましては、私自身、詳細な事が飲み込めないのでありますけれども、一口でい
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うならば、保育所と幼稚園を形的に一つにした芦原特有の保育施設だなあと思ってる

ところでございます。 

そしてその幼児園も今、民営化の計画で本荘幼児園が４月から、また北潟幼児園が

例年の開設を元に進んでいるというように聞いております。しかしながら、聞くとこ

ろによりますと、保育所の部分と、幼稚園の部分では国の所管が違います。文部省、

厚生省という縦割り行政の中での所管が違い、一概に民営化すなわちこれまでの社会

福祉法人では運営はできないというように聞いております。 

現に本荘幼児園、民営化して運用されておりますので、なんかちょっと形のような

形で進んでいるというように思ってるんですけれども、現にこのままの形で民営化さ

れていくような場合、あってはなりませんけれども、万が一事故が起きた場合の法的

な責任はどうなのかなというような事を考えますと、ちょっと複雑に思っているとこ

ろでございます。 

こういった世の中、地域の子供は、地域で守り、育てるの趣旨で民営化をし、運営

されている地域の保育所、また幼児園、しかしながら昔からある幼稚園、小学校もそ

れに対する地域の人の考え方は、保育所と同じでございます。 

子供が少なくなってきておる今日、幼保一元化の流れ、また、それなりに子供がた

くさんいる都市部の方については、そんなに問題ではないと思うんですけども、今後、

あわら市として地域にあった幼児教育、すなわち人間形成のための基礎となるこの重

要な５歳児の教育をどう考えているのか、まず、お尋ねをしたいと思います。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 市長、松木幹夫君。 

○市長（松木幹夫君） 丸谷議員のご質問にお答えをいたします。 

現在、あわら市の５歳児の幼児教育は、２つの制度があり、芦原地区は、芦原南・

芦原北・本荘・北潟の４つの幼児園、金津地区は、金津・細呂木・伊井・吉崎・金津

東の５つの幼稚園と保育所で行っているところであります。 

最近の保護者は、多様な就業等の事情によって、幼児の保育ニーズや教育ニーズが

多様化してきております。 

また一方、子供を見ますと少子化や核家族化の進行など、子供を取り巻く社会環境

の変化により、基本的な生活習慣や生活態度が身についていない、戸外での遊びの減

少から運動能力が低い、他の子とのかかわりあいが苦手になる、自制心や規範意識が

十分育っていない、などの子供が増えているようであります。 

これらのことから、次代を担う子供達が心豊かに、たくましく生きる力を身に付け

ていくために、子供を育成する父母や祖父母はもとより、その地域での「子育て力」

が高まるような、柔軟な支援が必要不可欠であると思っております。 

先にも申しましたが、あわら市では２つの制度で幼児教育が実施され、２年余りが

経ちました。私は、国の動向を見極めながら、１日も早く統一した幼児教育の見直し

が必要であると考えております。 

国におきましては、今国会で「認定こども園」の法案が提出され、去る９日に可決
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成立し、１０月１日から施行されることとなりました。認定こども園は、幼稚園同様、

保護者が就労しているかどうかに関係なく入園できる一方で、対象児の年齢や預かる

時間は保育所並みであることが特徴でございまして、都道府県の認可を受けて設置で

きることとなっております。 

あわら市におきましても、幼児教育を地域に根ざした魅力あるものとするために、

各地区の実情や保護者のニーズに、迅速かつ柔軟に対応できる、新たな幼児教育の枠

組みを、早急に検討してまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りたいと思いま

す。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） １２番、丸谷浩二君。 

○１２番（丸谷浩二君） 市長の答弁の中に、目新しい認定子供園という言葉が聞かれ

ました。最近、法令化されたということで、中身については私は全く何もわかりませ

んけれども、もし、そういったもので答弁の中に県の許可というような言葉が出てま

いりましたけれども、県が許可をしてくれれば、あわら市が持っている幼児園とか、

今民営化された保育所等の今の問題が、うまくそれにのって解決できるのであればい

いなという思いがありますので、もしわかってる範囲で結構ですので、認定子供園等

について、まず答弁をいただきたというように思います。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 福祉保健部長、清水芳文君。 

○福祉保健部長（清水芳文君） ただ今の丸谷議員のご質問にお答えをさせていただき

ます。 

先ほど市長が申しましたとおり、この認定子供園、国の方では去る９日に国会が通

ったわけでございます。今後、１０月を目途に県の方で条例化される予定になってる

ところでございます。 

特にこの認定子供園でございますけれども、いわゆる認可幼稚園と認可保育所、こ

れの連係という一つのパターン、いわゆる幼保連携型のパターン、それと幼稚園が保

育所機能を備えるといいます、幼稚園型のパターン、それと反対に保育所が幼稚園の

機能を備える、保育所型のパターン、それとそれぞれ保育所なり、幼稚園の認可が無

い場合の稚幼裁量型の４パターンがあるようでございます。 

なお、あわら市におきましては、もしこの認定子供園が採用できるということにな

りますと、先ほど一番初めに申しました、幼保連携型かなという具合にも思うところ

でございます。 

ただ中身につきましては、詳細がきておりませんけれども、原則的にはこの認定子

供園、施設と個人との直接契約が基本でございます。そうした中で、利用料の設定も

当然、施設側がやるというような事で、種々、いろんな所で問題点があるようでござ

います。 

そうした事で、今後、県の条例化に向けまして、それぞれ県と十分協議しながら、

特に今問題となっております、旧芦原町の幼児園の問題を先に片付ける必要がござい
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ますので、ぜひそうした事で、認定子供園があわら市にとりましても採用できますよ

うに、また県の方と十分協議してまいりたいという具合に考えておりますので、よろ

しくお願いいたします。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） はい、１２番、丸谷浩二君。 

○１２番（丸谷浩二君） ３回目ですので、最後ですね。 

今、はっきりわからなかったわけですけども、おいおい担当者に聞きながら、でき

うればそういったものを進めていただきたいというように思ってるわけでございま

すけれども、やはり、地域に取りましては先ほどいいましたとおり、保育所も幼稚園

も小学校も大事でございます。 

またそれをどちらか無くして、どちらかにするということは、申し上げられません

けれども、仮に問題となっているのは、幼稚園に入園するのと保育所に入園するのと

では、父兄の負担が違うというのが大きな問題かなと思ってるところでございます。 

また、それを市の方で調整して、父兄が選択しやすいというのですか、あわら市と

していい形にもっていければ、そういった助成も必要ではないのかなというように思

っているところですので、ご検討していただければというように思います。 

また、一方で幼稚園教育が重要というような認識を、私も幼稚園を卒園しておりま

すので、思ってるところでございますけれども、やはり幼稚園は基本的に半日でござ

います。そのあと、やはりどこそこの施設でそういった子供らのいろんな対応を、や

はり市としても考えて行かなければならないんではないかなというように思ってる

ところでございまして、やはりこれだけいろんな生活パターン、社会環境が変ってま

いりますと本当に子供たちは、上げられない悲鳴をもって大きく育っていくんかなあ

というように思いますので、どうぞよろしくそういった事をご健闘いただきまして、

一日でも早く５歳児、言わば生まれてから学校へ上がるまでの、子供たちの教育が実

りある物にしていただきたいというように思いますので、そういったご検討をお願い

して質問を終わりたいと思います。 

 

 

◇関山博夫君 

○議長（山川 豊君） 続きまして通告順に従い、７番、関山博夫君の一般質問を許可

します。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） ７番、関山博夫君。 

○７番（関山博夫君） さて、議長のお許しを頂きましたので、さっそく始めさせて頂

きます。 

まず、あらかじめ申し上げたいと思います。 

芦原中学校卒業の一級先輩でありますところの笹原議員の熱い思いをたくさん述

べられましたので、私の一般質問と縷々、重複する事をまずお許しいただきたいと存
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じます。 

さて、この早春から始まり、理事者側関係各位が鋭意努力され、市内各地域で開催

されました、一連の学校建設住民説明会のそれぞれの会場に積極的に参加された市民

各位には、大きなご負担があったと存じ、そのご苦労に対しまして心から敬意を表す

る所でございます。 

皆様方、本当にご苦労様でございました。 

本題であります所の中長期財政計画を勘案した学校建設について、また、将来の少

子化に伴う学校の在り方を質問をさせて頂きます。 

我があわら市も県内トップで合併致しまして２年余りが経過致しましたが、正に行

財政を取り巻く情勢と言えば、国の指針、これは成熟社会の今や、国民の常識になり

ましたが、まさに、身の丈に合致した行財政運営で、後世には付けを残さないように

しようという、我が国の指針である三位一体の改革等の推進が進捗するにつけ、我が

市も否応無くそれに直面し、さらに益々その厳しさが増している事が肌で実感される

ところであります。 

とりわけ、その顕著な事例として昨年実施された国勢調査による我が市の人口は１,

０９８名の減少という事になり、地方交付税が約１億４千万円の減額になるという見

込みであるとの事であり、さらに３年毎に実施された固定資産の評価替えによって、

固定資産税が大幅に減収になるとも聞いております。 

又、歳出面でありますが、今後大きな事業が山積みとなっているともお聞き致しま

す。我が市に与えられた各事業計画から申せば、こういうことになるのでしょうか。 

これらは、おおよそでありましょうが、規模的に大きなものから言うならば、第一

番目には北陸新幹線開連事業平成２０年より７５億円、第二番目に国営かんがい排水

事業負担金平成２８年度から１８億円、さらに、安心と安全の為の嶺北消防あわら消

防署統合事業６億円、同じく嶺北消防組合本部改築にかかる負担金平成２１年度より

１億５０００万、環境衛生組合汚泥施設改修工事負担金平成１８年度からとして５億

円、県営かんがい排水事業負担金平成１９年度からとして４億円など、合併時からの

懸案のものや、合併後において明らかになったものが有るということでありますが、

いずれに致しましても気の遠くなるような数字であります。 

さらには昨今の情報からは、ほど遠くない将来には各地区の未耐震整備小学校７校

の、耐震改修として約１４、５億円が必須であろうというともお聞き致しました。 

これらは、全てが公正で、公平な、均衡ある社会資本整備にとって、待った無しの

事業であるともお聞き致しております。 

これらを考えて見ますれば、耐震とは、ひとつ中学校だけの問題では無いのですね。 

尚、今、私が知り得て皆様の前にお示し致しました事業費は、その全てが概算であ

るということではありますが、現在の我が市の財政状況から見るならば、その累積た

るや、今後はさらに膨大な額になるのではないでしょうか。 

均衡ある市政運営の中では、いずれも実施して行かなければならない、重要な事業

ばかりであるともお聞き致しております。この点になるほどとうなずけるものでもあ
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ります。これらを語らずして今後の市政全般を語ることは、片手落ちになるのではな

いでしょうか。 

そこで、次のように考えられます。このように次々と喫緊の問題が連続して押し寄

せる中、大変厳しい財政状況の中での、我が市の中学校の建設については、我が市を

構成する市民お一人おひとりや、子供さんたちを持つ親御さんの立場、さらには、市

民にとって最も大切な教育を享受する子供さんたちの立場に立った幅広い市民全体

のご考察が、さらに重要であり、その考え方がより現実のものでは無いでしょうか。 

さて、今私達が出来ることは今の子供さんたちや、これから誕生するだろう子供さ

んたちに、不公平感、不平等感、不自由感等を抱かせずに、伸び伸びとしたすばらし

い近代的な教育環境を整備し、合併統合したあわら市民からなる、より多くの友達と、

心置きなく夢ある学習と部活動、大いに学校生活を楽しみ、かつ豊かな知識や経験を

積み重ね、さらに高度な勉学に励んで貰うことではないでしょうか。 

また、二校存続となりますと、新しい中学校と古い中学校の格差が生じるという事

にもなりまして、あわら市に住む子供達にそのような格差をさせてはいけないのでは

ないかと思うものでありますが、いかがでございましょうか。 

将来我が地域を支えていって頂く事になる、この地域の宝、担い手、その後継者で

ある生徒たちに、その学校生活環境を効率的に早急に合理的に、速やかに構築するこ

とこそが、今の私達に与えられた使命であると、私も信じる所であります。 

愛すべき市民と愛すべき我が郷土のため、将来におおきなる負担を残さない事であ

り、そのためには健全なる財政運営、適正な判断をすべきと存じますが、如何でしょ

う。 

また、残念ではありますが少子化と高齢化は免れない事実として私達の前に立ちは

だかっております事も事実であります。 

そこで申し上げます。我が市の中学校における生徒数におきまして、平成１８年に

は９９６名をカウントしているとの事ですが、合併特例が終了する時期、来る平成２

２年度には、８４８名となり、また、平成２８年度にはなんと６８９名になると聞き

およびました。 

これを持って、我が市では、急激な少子化の進行という実態は紛れも無い事実では

ないでしょうか 

安心安全の耐震構造や、地元の間伐材等を積極的に活用した自然採光等をたっぷり

取り入れた清潔で落ち着いた快適な学習環境を提供する、さらに防犯に対しては、最

新鋭の設備や科学的な警備が充実していたり、移動壁による定員の増減に全く影響さ

れないバリアフルな機能も、昨今の技術が進んでいるという事であります。 

ならば、時代に合致したその環境に、「学校荒廃」というマイナスは存在するので

しょうか。さらには現代と未来、実社会に大いに通じるであろう、コンピューター関

連教育も、さらに充実する事が可能であるともお聞きいたしております。 

単なる改築改装のみで、両校の経年をクリアは出来ず、大いなる回り道になるでは

ないでしょうか。 
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ここでは繰り返しをお許しいただきたい。中学校時代とは感受性が不安定で、多感

な時であり、感化され易く、またバランスが取り難い時でありました。思えば、我が

身をしてとても重要な時でありました。 

子供から、大人へのプロセス、言わば、中人の世界と言われてまいりました。繊細

で豊かな水々しい感性を持ち、日一日発達する精神と肉体においても、ナイーブで、

さらに頼もしく、大いなるヒューマンネットワークが広がる友人関係、協調から競争

へ、さらにその矛盾を克服して、成長して行こうと挑戦して行く本当に難しい時期で

ありましょう。 

教育者も頭を抱える年齢でも有りましょう。しかしそれを克服して伸び伸びと逞し

い未曾有のポテンシャルを発揮し、さらに英知に満ち溢れた個性を磨き、それぞれの

持ち味を重んじる、これからの子供たちを支える学校生活環境、時代に即応した、い

や時代をも乗り越える教育環境の整備を構築して上げることこそが、今の私達の使命

でありませんか。 

地域社会、親、学校教育者が一丸となれば、これらの難局を克服出来ない事はない

でしょう。すべては前向きの叡知を結集すべきではないでしょうか。 

将来のことも検討しつつ、適性規模で合理的、かつ快適な施設をして、全国に誇れ

る教育の府としてあわら市、この我が市の誇りとなり、尚且つシンボルなるような学

校づくりを行い、将来無駄遣いになるような施設の建設にはならないように、充分に

ご留意頂きたいと語られた先人もおられました、如何でしょうか。 

これから増々時流になるであろうこの時代から、未来へと貫通するキーワードは、

市民の暮らし向きも、大切な家族との生活も、また、行政をも共通するのは、健全で、

堅実で、実質的なスリム化であります。 

これらの望ましい行政とは、極めて著しく「財政のバランス・バランスシート」を

最大限に考慮して、事に望む事ではないでしょうか。 

さて、以上のことにつきまして、我が市の、老若男女、あらゆる世代、あらゆる職

業を貫通する、約３０,０００以上の市民各位と、市を司る約３００以上の叡知ある

理事者側の代表としての行政の父としての松木市長の心置きない、率直でかつ本音、

本気で忌憚の無いお考えをお尋ね致します。 

将来に禍根を残さず、最小の投資で最大の効果を生む、これが最も望ましい我が市

の形と言えるのでは無いでしょうか。 

市長の忌憚の無い答弁をお伺いいたします。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 市長、松木幹夫君。 

○市長（松木幹夫君） 関山議員のご質問にお答えをいたします。 

中学校建設住民説明会等でも申し上げておりますが、市の財政状況は、合併前の予

想を遙かに超えた厳しいものになっております。 

特に、議員ご指摘のように、国の三位一体の改革による国庫補助負担金や地方交付

税の削減、国勢調査人口の大幅減少や固定資産の評価替えに伴う市税の減少など、歳
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入面での影響が極めて大きくなっております。 

このような中で、今後、山積する課題を解決し、また総合振興計画に掲げる施策を

着実に推進していくためには、行政改革大綱に基づき更に徹底した経費の削減が必要

であります。 

議員ご質問の中学校建設につきましても、財政状況を無視して計画することは許さ

れず、特に建設時に必要となる多額の一般財源をどう捻出するかが大きな課題となっ

てまいります。 

住民説明会の資料でもお示ししているように、仮に芦原中学校を改築し、金津中学

校は耐震補強工事をするとした場合、事業費は３９億２,０００万円で、建設時に必

要な一般財源は８億３,２００万円となります。 

また、芦原及び金津両中学校を改築しようとすると、事業費は７０億円で、一般財

源は２０億７００万円となりますが、統合中学校建設の場合は、事業費が５５億円、

一般財源は６億７,８００万円であります。 

いずれの場合も事業費は概算でありますが、市の財政負担は、統合中学校の場合が

一番軽減されることになります。 

これは、言うまでもなく、統合中学校と２つの中学校の建設では国庫補助金の割合

が２分の１と３分の１で異なることや、合併特例債の適用範囲につきましても大きな

差があるためであります。 

加えて、金津中学校の耐震補強工事を行なうとしても、芦原中学校の改築と同時に

施工することは不可能であり、相当の年数が必要になります。結果的に、改修を終え

てそう何年もしないうちに、今度は全面改築を実施しなければならない事態になるこ

とは明らかであります。 

したがって、財政的な観点から考えれば、一般財源が軽減され、更には将来に大き

な財政的負担を残さない統合中学校の建設を選択するのは当然であり、生徒数の減少

傾向からみても最善の方法であると考えております。 

市といたしましては、昨年の１２月定例議会において統合中学校を表明以来、市広

報誌やケーブルテレビを通じての広報活動、住民説明会、各小学校保護者説明会、市

長お出かけトークなどで考え方を説明申し上げてまいりました。 

今定例会におきまして、新市建設計画の変更議案の中で統合中学校の建設について

お諮りしておりますが、議員各位には、十分なる審査とご理解、ご同意を賜りますよ

うお願い申し上げます。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） ７番、関山博夫君。 

○７番（関山博夫君） 再質問をさせていただきます。 

学校建設に関しましては、ご説明はよく理解させて頂きました。 

そこでもう少しおたずねを致します。２校存続を求められる方々の中には、市がこ

れまでに示されてこられた、これらを含めた事業費についても、かなり疑義を唱えら

れておられる方もいらっしゃるということでございますが、住民説明会等で、その内



 

 53 

容についてご説明されておられるのは、私も承知しておりますが、ここで再度、詳し

くご説明願えればというように思います。 

よろしく。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 教育次長、中橋憲治君。 

○教育次長（中橋憲治君） 関山議員さんの再度のご質問にお答えをいたします。 

中学校建設の事業費の内容についてのご質問ということでございますが、これまで

議会や住民説明会等で資料をお示しして説明をしてまいりましたが、まず、芦原中学

校の改築にかかる事業費について申し上げたいと存じます。 

旧芦原町時代の平成１４年度に行ないました実施設計の数字でご説明を申し上げ

ますが、校舎及び体育館の建設費が２１億６,４００万円、外溝工事費が２億２,６０

０万円、その他屋外運動場の整備費、部室等や駐輪場等の附帯設備費、また、備品購

入費、旧校舎解体費等で６億１千万円、これらを合わせて合計で３０億円となってお

ります。 

なお、この４月に開校いたしました、丸岡南中学校の総事業費につきましては、３

７億円と伺っております。校舎及び屋外体育館で２３億円、屋外運動場整備費、及び

備品購入費等で７億円、さらに用地費取得費で７億円とのことでございます。 

また、平成１５年１月に完成をいたしております、加賀市の錦城中学校につきまし

ては、校舎にかかる事業費が２０億円と伺っております。こちらにつきましては屋外

体育館や屋外運動場の整備費は含まれていないということでお聞きをいたしており

ます。 

さて、金津中学校を改築及び統合中学校の建設費につきましては、詳細な実施設計

は行なっておりませんので、芦原中学校の実施設計事業費をベースに教室数の基本と

なる生徒数によりまして、スケールアップいたしまして試算をいたしているものでご

ざいます。 

また、統合中学校建設にかかる事業費の算出につきましては、生徒数によるスケー

ルアップに加えまして、用地取得費を４億円、埋め立て擁壁等の造成工事で２億円を

含めまして、総事業費５５億円といたしているところでございます。 

なお、先ほど申し上げましたように、金津中学校と統合中学校にかかる事業費につ

きましては、詳細な設計を行なった数字ではなく、あくまでも試算額でございますの

で、正確な数字であるとは申し上げられませんが、二校を改築した場合と統合中学校

を建設した場合との事業費を比較をする上で、お示しをしているものでございますの

でよろしくご理解を賜りたいと存じます。 

○議長（山川 豊君） 暫時休憩をします。 

開会は２時半に開会をします。 

（午後 2時 16 分） 

 

○議長（山川 豊君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 
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（午後 2時 30 分） 

 

 

◇宮崎 修君 

○議長（山川 豊君） 続きまして通告順に従い、１５番、宮崎 修君の一般質問を許

可します。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） １５番、宮崎 修君 

○１５番（宮崎 修君） ただ今、議長のお許しがありましたので、通告に従いまして、

質問をさせていただきます。 

現在、あわら市においては、重要課題が山積みしている中、中学校の建設問題が大

きく、クローズアップされております。 

この問題に対し、市長の所見をお伺いいたします。 

先ほどから多くの同僚議員からも質問がありました中で、だぶる点もございますけ

れども、よろしくお願いしたします。 

平成１１年に、平成の大合併の第１号として合併した篠山市は、全国の注目をあび、

当時合併を目指していた多くの自治体はこぞって行政視察をされたものであります。 

篠山市は、新市建設計画に上がっている事業について、議員の中には厳しい財政状

況の中で建設計画の変更の意見もありましたが、市民の強い要望もあり、決めた事は

当然やるべきとの多数意見によって、忠実に実行したその結果、合併特例債は約８０

パーセント以上、１６０億円を活用いたしました。 

合併して８年目、償還も迫り莫大な維持管理費等に、今や財政は破綻状況にあり、

将来の財政の推移を見誤った行政と議会に対し、市民からは大変なお叱りを受けてい

るとのことであります。 

ちなみに、篠山市には小学校は１９校あり、中学校も４校ありますが、将来は小学

校は７、８校に、中学校は２校に統廃合するべく検討に入ったとのことでありますが、

今となっては将来の財政の見通しが立たず、手の内用も無く、多くの市民に対し、不

安と負担をかけている現状であります。 

さて、あわら市は、芦原、金津両中学校を統合、新たな中学校建設を表明し、今議

会において、新市建設計画の変更をしようとされております。 

これは、合併前の両町の計画をそのまま新市建設計画として策定したものであり、

時代の変遷、移り変わり、社会状勢の変化を適確にキャッチし、将来を総合的にいろ

んな角度から、その推移を見据えた、まさに時宣にかなった処置であり、早期見直し

をすることは当然であると思います。 

一日でも早く、新しい市の時代にあった構想を策定し、これに添った施策を進めな

ければならないと考えています。 

従って今回の提案は、誠に時代にマッチした見直しであり、将来必ず評価される時

が来ると確信致します。 
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２校化推進の考えをお持ちの方々によりますと、統合すれば県内一のマンモス校に

なると、大きく取り上げておられます。 

確かに新校舎が落成する４、５年先は生徒数約８６０名から８８０名のいわゆる大

規模校になります。しかしながらその後は、４、５年くらいで６８０名位となり、中

規模校になると関係部局より伺っております。 

資料によりますと、大規模校といわれる期間は、新校舎の完成から約４、５年位、

その後は中規模校に推移していく中で、２校化推進の考えの方々は致命的と言われる

大規模校のデメリット、この解消は必ず必要なことでありますので、市長はこの大規

模校のデメリットの緩和策をどのように考えておられるかお伺いを致します。 

私は、市の統合表明後から今日まで、子を持つ父兄の多くの方々より、老朽化の激

しい学校へ通わせる親の気持ちを切実に聞かされ、とにかく安心して学べる学校の早

期建設を、望む声を多くの方々からお聞きしております。 

その時々に、統合もやむなしとの思いで説明をしてまいりました、しかし今は新し

く建てられた近代的な統合中学校で、一日も早く、すばらしい校舎で学ばせてあげた

い、そういう気持ちを強くいたしております。 

そこで、最後に２１世紀型の夢ある学校づくりについて、市長はお出かけトークや、

住民説明会の中で国際化に対応した２１世紀型の学校、また地域市民に開かれた学校

をとの説明がなされておりますが、国際化に対応、開かれた学校についてもう少し具

体的な構想がおありでしたら、ぜひご御所見をお伺い致しまして質問に変えさせてい

ただきます。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 市長、松木幹夫君。 

○市長（松木幹夫君） 宮崎議員のご質問にお答えをいたします。 

２１世紀型の夢のある学校づくりについてのお尋ねでありますが、先ず、議員ご指

摘のように、あわら市における今後の生徒数は、年々減少することが見込まれており

ます。平成１８年度の両中学校の生徒数は９６４名であります。これが、５年後の平

成２３年度には８６２名となり、現在とは１０２名の減少となります。また更にはそ

の５年後、平成２８年には６８４名となることが確実となっております。 

このような中におきまして、中学校の建設につきましては、老朽化の著しい芦原中

学校の改築は一日も待ったなしの状況であります。 

また、金津中学校は表面的にはきれいに見えていますが、芦原中学校と同年代に建

てられた建物であり、数年先には改築が必要になるものと思っております。 

昨年、教育委員会で設置した中学校建設検討委員会では、芦原中学校が建設された

時には、数年後には金津中学校も建設して欲しいとの多数の方から意見が出されたと

お聞きをいたしております。 

従いまして、私は、総合的に勘案して１２月の議会冒頭に、統合中学校の建設が現

時点での最良の選択であると表明した次第でございます。 

さて、議員お尋ねの夢のある学校づくりについてでありますが、先の笹原議員の答
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弁で、その時代に応じた教育を目指していただきたい旨を申し上げましたが、現時点

での私の考えを申し上げたいと思います。 

あわら市の中学校教育のあり方は、中学生がかけがえのない人生を有意義に生きて

いくために、夢や希望を持たせる教育を心がけていただきたいと思っております。 

多くの活動を体験させ、一人ひとりの個性や良さに気づかせ、人生の夢、希望の基

礎づくりの場としていただきたいと思っています。 

このためには、基礎基本を確実に習得させ、それを基に、発想力や想像力、問題解

決能力などを育成していただきたいと思っています。 

さらに、それぞれの生徒の多様性を認めたうえで、適正な競争の機会を与え、切磋

琢磨の中で一人ひとりが伸びていく教育を進めていただきたいと思っております。そ

の他、多くのことを習得させる教育を進めていきたいと思っております。 

一方、教職員の資質向上も欠かすことの出来ない非常に大切なことであると考えて

おります。 

統合中学校の説明会では、多くの方より教職員の資質向上を求める意見が多数ござ

いました。 

このため、早速、教育現場での諸問題に対処するため、若手教職員の資質向上を目

指してあわら市独自の研修塾「あわら為庶塾」を開講することとして、当該必要経費

を今期定例会の一般会計補正予算に計上いたしておりますのでよろしくお願いをい

たします。 

当該研修は、市内の小、中学校に勤務する若手の教職員４０名を対象に、民間の企

業経営者の講話や先輩教員の授業の見学など、学校外の社会等研修して、教育的な視

野を広げていただくものであり、今後の生徒指導に役立てて欲しいと願っているとこ

ろでございます。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） １５番、宮崎 修君 

○１５番（宮崎 修君） 一点だけ再質問をさせていただきたいと思います。 

市長は統合を表明されました、統合ということは、現在二校あるわけですけれども、

この芦原中学校の跡地、これは市有地でございます。市の土地でございますので、ほ

とんどですね、そういう観点からこの必ずあそこは空くと、わかっておりますので、

今現時点では市長は跡地利用というか、そういう活用に対しては、今現時点では発言

はしにくいかもしれませんけれども、どうかこの跡地をですね、本当に芦原と金津が

合併して、本当に良かったと言われるように、また中学校も統合して良かったと思わ

れるように、跡地を本当にまちの活性化に繋がるような施策をぜひ、一つ考えて、即

取り組んでいっていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

以上でございます。 

終わります。 
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◇八木秀雄君 

○議長（山川 豊君） 続きまして通告順に従い、１番、八木秀雄君の一般質問を許可

します。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） １番、八木秀雄君。 

○１番（八木秀雄君） １番、八木秀雄、議長のお許しをいただきまして、一般質問を

させていただきます。 

一般質問は二つございます。一つは学校の統合問題について、二つ目は青少年育成

についてです。 

それでは、松木市長は１２月の議会において、芦原中学校、金津中学校の両校を統

合したいと表明をされました。その後３月にあわら市教育委員会は中学校建設住民説

明会を市内１０ヶ所にて、延べ６００人近くの市民を対象にして、住民説明会を行な

いました。また、４月にはＰＴＡ総会会場１０ヶ所において行なわれました。 

その後、市長は統合への市民の理解は概ね受け止められたと発言をされました。し

かし、市長の統合発言の内容を聞き、統合反対、二校化存続願う会、二校化を求める

会の市民の皆様、約４０日間であわら市の人口の３分の１、一万人近くの反対署名が

集まりました。 

この一万近くの反対署名を、重みをどのように考えているか、また統合を固持する

理由を市長に答弁を求めます。 

青少年の育成について、市統合振興計画の中に、子供たちを社会全体で育てるとい

う認識の下に、家庭、地域、学校が一体となった子育て環境の整備と体制作りが必要

と明記されているが、具体的に今、どのように行われているか、また、今後のどのよ

うに進めていくのか市長に答弁を求めます。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 市長、松木幹夫君。 

○市長（松木幹夫君） 八木議員のご質問にお答えいたします。 

１点目の中学校を統合する理由につきましては、統合中学校を表明した昨年の１２

月議会の招集挨拶や各種説明会でも申し上げておりますとおり、大きく分けて４つご

ざいます。施設面で生じる教育環境格差の解消、少子化の進展による今後の生徒数の

減少、一つの中学校で学ぶことによる地域への理解の深まりや卒業後のあわら市民と

しての一体感の醸成、そして市の財政状況などを総合的に勘案いたしまして、統合中

学校の建設が現時点での最良の選択であるとしたものであります。 

次に、統合反対住民署名についてでございますが、２校存続の署名者数は、５月末

の段階で６,０６５名と伺っております。一方、去る５月３１日には、私あてに、新

設中学校の早期完成を望む会の皆様から、１日も早い統合中学校の建設をとの要望書

と、１,１４０名分の署名を提出していただきました。いずれも、市民の皆様からの

熱い思いであり、重く受け止めたいと考えております。 

市といたしましては、今後、市民の皆様のご意見を十分拝聴しながら、例えば、マ
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ンモス化により一人ひとりの生徒に目が行き届かなくなるのではないかといった、２

校存続を主張されている皆様方の不安に対しては、市費の講師を定数の枠外で配置す

るなど、統合によるデメリットとなりうるような事項の解決のための手だてを講じて

参りたいと考えておりますので、ご理解を賜りますようにお願いいたします。 

二点目は教育次長の方からお答えさせていただきます。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 教育次長、中橋憲治君。 

○教育次長（中橋憲治君） それでは二点目の八木議員の青少年健全育成に関するご質

問にお答えをいたします。 

あわら市の青少年健全育成に関する各種事業につきましては、福井県の青少年アク

ションプランを基に、元気で健やかな青少年の育成を目指した各種事業を実施をいた

しております。 

現在の実施事業につきましては、合宿通学事業や子どもの居場所づくり事業、幼児

を持つ保護者の家庭教育支援総合推進事業、早寝早起き朝ごはんを食べる推進事業な

ど、多くの事業を実施しております。 

また、子ども安心３万人作戦の見守り活動事業としまして、地域の皆様や学校、保

護者、警察、防犯隊との連携により、小学校区毎に子ども安心見守り隊を立ち上げて

いただき、子どもの安全な活動に多くの皆様にご協力、ご活躍をいただいております。 

この活動内容の一つとしまして具体的に申し上げますと、通学路周辺の皆様には、

子どもの登下校時に「おはよう」「おかえりなさい」などの声かけをしていただいて

おります。 

そのほか、各地区には、いざという時に子どもが助けを求めることが出来る「子ど

も１１０番の家」の登録をしていただくなど、子どもの安全、安心に地域一体となっ

てご協力をいただいているところでございます。 

また、少年愛護センターでは、補導員による補導活動をはじめ、ＰＴＡ、教職員、

民生児童委員などの、多くの方々との密接な連携を図りながら、街頭補導等に取り組

んでおります。 

さて、議員お尋ねの今後の事業実施につきましては、総合振興計画にも謳っており

ますように、児童生徒が自ら課題を見つけ、自ら判断して行動し、解決していくこと

ができる能力を身につけるために、学校だけではなく、家庭や地域における教育に関

する事業を継続して実施して参りたいと考えております。 

また、少子高齢化などの社会問題も踏まえ、地域、家庭、学校が一体となって、子

供達の健全な育成を支援するとともに、安心して子供を生み、育てることができる環

境づくりを進めて行きたいと考えております。 

今後とも、各種の事業を推進して行くためには、地域の皆様や関係の方々のご協力

を得ながら、地域の宝である子供達の、健全な成長を目指して参りたいと考えており

ますので、よろしくご理解をいただきますよう、お願いいたします。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 
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○議長（山川 豊君） １番、八木秀雄君。 

○１番（八木秀雄君） 二回目の教育観関係の質問をさせていただきます。 

去る６月の１０日に中学校二校存続を求める会の決起集会を、金津の社会福祉セン

ターにおいて行われました。 

決起大会には多数の市民の方が参加をされました。その参加者の中に、前芦原町長、

奈須田和彦氏、元金津町助役、圓道昭一氏、元金津町教育長、川内秀典氏も参加され

ました。特に前芦原町長、奈須田氏から、金津中学校、芦原中学校の二校存続に賛同

すると発言をされました。 

二校存続を求める会の決起大会に３名の方が参加された事について、市長はどのよ

うに思われるかご答弁を求めます。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 市長、松木幹夫君。 

○市長（松木幹夫君） 前奈須田町長他、関係の皆さんが出席されたという事につきま

しては、ちょっと意外に思っております。 

といいますのも、負の財産は私どもが今、担いでいるわけです。その負の財産は先

輩方々が作られた財産でございます。大変厳しい財産を我々が今、受けているわけで

す。次の世代の子供達には、私は渡したくない、そんな思いがございます。 

○議長（山川 豊君） 議場、静粛に。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） １番、八木秀雄君。 

○１番（八木秀雄君） 教育委員会、３回目の質問をさせていただきます。 

松木市長は、統合に踏み切った理由について、住民説明会で次の事を説明されてい

ます。教育関係の格差是正、少子化による生徒数の減少、市民の融和と一体化の一体

化、市の財政状況を総合的に勘案した結果の発言とされておりますと、次のような事

に私の意見を述べさせていただきます。 

教育環境の格差の是正、あわら市新市建設計画の中で、芦原町中学校の改築、金津

中学校の改修と謳ってあります。金津中学校は過去に大規模改修をされており、早急

に実行する事により、学校は十二分に今までどおりの機能がされると思います。 

旧金津の市民は、芦原中学校は今まで、長く辛抱していたから、早く建てて上げて

くださいとたくさんの声を聞こえます。 

少子化による生徒数の減少、現在、金津中学校の生徒数は５４７名、芦原中学校、

４０８名です。市の予測では平成２３年には金津中学校、約５１４名、芦原中学校、

３４８名と見込まれております。県内の中学校と比較されても決して見劣りする人数

ではないと思います。 

生徒指導における、きめ細かな指導ができ、創造性豊かなあわら市を担う生徒がで

きると思います。 

市民の融和と一体化、統合することにより生徒のマンモス化、保護者のマンモス化

により人数が多いだけの特徴が特記し、地域を核とする学校教育にはデメリットが多
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いと思います。 

金津中学校、芦原中学校、二校を存続させ、今まで通りお互いに競い、またお互い

に良いところを尊重し、協調する事が全ての面でメリットが大きいと思います。 

市の財政状況を総合的に勘案して、市長はお金があれば二校を実現したいと言われ

ました。全国自治体で共通する課題と思います。 

私は市長の一番の職務は、お金を工面する事が首長の仕事と思います。県、国、県

会議員、国会議員、官僚とあらゆる面から自ら先頭に立って、努力する事ではないで

しょうか。 

市長の答弁を求めます。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 市長、松木幹夫君。 

○市長（松木幹夫君） 先ほど二校化の話しでですね、芦原中学校は改築で、金津中学

校は改修でいいという話しが出ておりますけれども、私はそういう具合に聞いており

ません。 

それは金津小学校のＰＴＡの皆さん方、金津関係の皆さん方の父兄の役員の皆さん

方は、芦原中学校が建てたら、必ず２、３年後には中学校を改築していただきたいと、

これは強く要請されております。皆さん方とちょっと認識がずれております。 

やっぱり改築と改修では、かなり格差がございますし、１０年後には大変厳しい状

況になるというお話しでございますので、やはり今の時点で改築していかなければな

らないのではないかと思っております。 

あとの点については、ちょっと答えられませんので。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） はい、１番、八木秀雄君。 

○１番（八木秀雄君） 青少年育成関係の二回目の質問をさせていただきます。 

子供達を社会全体で育てるという認識の下で、家庭、地域、学校が一体となった子

育てと明記されております。 

その中で、一番大切なのは、家庭だと思います。また、同僚議員も家庭が一番だと

力説をしてくれております。 

市長はどのように家庭で子育てした方がよいか、ご答弁を願います。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 教育次長、中橋憲治君。 

○教育次長（中橋憲治君） 市長への再度のご質問でございますが、私の方から答弁を

させていただきたいと存じます。 

今ほど八木議員さん、青少年の健全育成については家庭の教育が一番大事というこ

とで申されましたが、私も全く同感でございます。 

多くの方がそういうように考えておられると思っておりますが、昨今、家庭の教育

の低下がですね、大変いわれておりまして、これは親だけの問題ではないというよう

に思っております。 
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背景といたしましては、核家族化の問題、あるいは地域の人々との繋がりの減少、

社会の大きな返還の中で、地域全体で親子の学び、育ちを支える環境が崩れたせいも

あろうかなと、そんなふうに私個人としては考えております。 

また、職場や仕事優先の風潮がかなり広まっておりまして、子育てに対して精神的

な時間、あるいはゆとりが確保する、こういう事が難しい状態、雇用環境の状況もあ

ろうかなと、そんなふうに思っております。 

そういう中で、先ほど一回目の答弁で申し上げましたように、市といたしましては、

多くの事業を現在、実施させていただいて、大変多くの方のご理解、地域のご協力を

いただきながら、実施をしておりますし、先ほども申しましたように、総合振興計画

でも謳っておりますが、事業の推進につきまして、地域の皆様の関係各位の皆様の多

くの方のご理解、ご支援をちょうだいして、今後ともさらに青少年の健全育成に努め

ていきたいというように考えておりますので、よろしくお願いを申し上げたいと思い

ます。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） １番、八木秀雄君。 

○１番（八木秀雄君） 最後の質問です。 

子供を持つ保護者の方も家庭が一番大切と思っております。あわら市内において、

家庭を中心に子育てしたいが、接している時間が無い、話しをできる環境ではない、

人と家庭がという家庭がたくさんあると思います。 

次の数で表していると思います。全校児童数、生徒数に対して、母子家庭、父子家

庭、準養護家庭の生徒数の芦原小学校、４０９に対して８０名、約２０パーセント、

金津小学校、６３１名に対して７３名、１１パーセント、芦原中学校、４０８名に対

して９０名、２２パーセント、金津中学校、５４７名に対して５２人、１０パーセン

ト。 

私は家庭で十分に子育てできる親は地域で、学校で、父親、母親代わり、またおじ

いちゃん代わりになって地域の人々で見守りをしなければならないと思います。 

学校においても、先生方、ＰＴＡも同様の事をしなければならないと思います。 

真の青少年育成は弱者を最優先にサポートする必要があるのではないかと思いま

す。 

市長のご答弁をお願いします。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 教育次長、中橋憲治君。 

○教育次長（中橋憲治君） 再度、私の方からご答弁を申し上げたいと思います。 

確かに今ほど、八木議員さんご指摘の通り、その通りというように思っております。

従いまして、教育委員会としましても、今年度新にＰＴＡあるいは保育所との保護者

の代表の方、それから教職員、保育士、我々行政関係者を入れました、協議会を設置

をいたしまして、家庭教育の大切さについて、協議を進めたいというように思います。 

なお、この協議を進めた中での事業につきましても、今後十分、皆様方のご協力を
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いただきながら、実施をしてまいりたいと思いますので、どうかまた、お力添えを頂

戴しますようにお願いを申し上げます。 

 

 

◇大下重一君 

○議長（山川 豊君） 続きまして通告順に従い、３番、大下重一君の一般質問を許可

します。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） ３番、大下重一君。 

○３番（大下重一君） それでは通告順でございますので、ご質問をさせていただきま

す。 

私は中学校の二校存続を心から願っている者です。 

現在、中学校の建設問題というのは、財政の話しとまちづくりの話しと、もう一点、

教育的な観点と、いわゆるこの３つが大きな柱としてあろうかなと思うんですけれど

も、市長のお気持ちとしては、まず財政、その次に教育、まちづくりと、こういう観

点で方針を掲げられたと私は認識しておりますが、私は頭に何とか教育的観点を掲げ

てもらって、その下で財政を何か、何とか工夫してもらって、そしてまちづくりと、

こういう観点から、二校存続を願うものです。 

特にこれら子供達の、このあわら市の将来にまつわる子供達のことですので、現代

の子供達は私達の時代とはとにかく、大きく違ってきている事は、昨今の青少年の犯

罪といろんな意味で、皆さんご承知かと思います。 

特にこの議論の中には、自信のある子だとか、強い子だとか、目立つ子、あるいは

リーダー的な存在のお子さん、このお子さんの場合は、例えば学校が５千人規模であ

ろうと、私は何ら問題無く、きちっと育ってくれると思うんです。 

ところが、問題なのは常に人の影に隠れてしまう、弱々しい子だとか、目立たない

子、不安定な子、この子が必ず一定の割合で存在をしているということ。そこで私は、

この学校建設問題について常々に、心に命じていますのは、今できる学校、あるいは

今ある学校、それが５５０人規模であっても、４１０人規模であっても、あるいは統

合して８５０、９００の学校になるにしても、全ての子供一人ひとりをきちっと見て

やれる、そういう環境をどうやったら作れるか、ここをしっかり議論して行きたい、

そんなつもりでおるわけです。 

そこで３点、ご質問をさせていただきます。 

第一点目は、大規模校のデメリットについて、現在の中学校の統合について財政難

といわゆる生徒の減少、この話しばかりが何か先行しているような気がしてなりませ

ん。 

こうなってくると、学校の経営、合理化論、そんなふうにも考えざる得ないように

思います。つまり教育的観点からの議論が、著しく欠如していると言わざる得ないの

ではないでしょうか。 
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これでは教育行政の本質を蔑ろにし、同時にこのあわら市の学校作りの基本理念を

歪めてしまうと私自身は危惧しているところです。こんな思いは私一人ではないとも

確信をしています。 

そこで、統合中学校建設になった場合に教育的観点上、最大の問題点となる大規模

校のデメリットについて、どのように考えていらっしゃるのか改めて、松木市長のご

答弁を求めたいと思います。 

続きまして、第二点目は新市建設計画をなぜ、これだけ早々と変更するような羽目

になったのかということについてです。 

もちろん私は、昨年の７月に市会議員となったわけでして、その前の経緯について

は熟知しているところではありませんが、それでも今現在置かれている立場で疑問に

思うところを述べさせていただきたいと思います。 

昨年の１２月議会、二中学の統合を市の方針とする旨の市長の発言がありました。

これは芦原中学は改築、金津中学は大規模改修とした、新生あわら市の新市建設計画

を一年八ヶ月で早々と、計画を変更する事を意味します。 

これは常識ではとても考えられないところだと私は思います。そこで疑問に思うの

は新市建設計画の決定を、このようにたった一年八ヶ月で反故にしなければならない

ような理由とは一体何なのか。財政の見通しを先ほども、市長の口を通して言われて

ますけれども、生徒数の推移にしても、新市建設計画策定字時は当然、しっかりと議

論をされたものと考えるのは当り前中の当たり前だと私は思います。市民にはなぞで

不可解です。 

市長の答弁を求めます。 

三点目です。 

４月１４日時点での中学校建設問題で市民の理解を得たというような、福井新聞の

記事を目にしました。 

定例記者会見で市長は統合中の建設について、概ね市民の理解を得たと考えている

と発言したという報道です。その判断の根拠としたところを、また改めてお示しをい

ただきたいと思います。 

市長の答弁を求めます。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 市長、松木幹夫君。 

○市長（松木幹夫君） 大下議員のご質問にお答えいたします。 

まず 1点目の大規模中学校のデメリットでございますが、統合当初はどうしても大

規模校にあたります。そこでデメリットでありますが、一般的には、全生徒の把握や、

学級間の学習進度の統一、生徒指導の統一が困難と思われるほか、特別教室、体育館

の混雑、部活動内の競争激化などが挙げられます。しかし、メリットについては、幅

広い人間関係・社会性の育成、希望に応じた部活動の選択、生徒同士の切磋琢磨によ

る学習意欲の高揚、部活動の充実と技術のレベルアップなどデメリットの裏返しが考

えられます。 
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市といたしましては、「あわら為庶塾」等を通した教員の資質向上を図ることや市

費による教員の追加配置を行なうことなど、大規模校としてのデメリットを埋める教

育環境の改善につとめていきたいと考えております。 

次に、新市建設計画の変更についてご質問にお答えいたします。 

新市建設計画は先の全協でもお話ししましたように、金津町の１０年間の計画と芦

原町の１０年間の計画をただ持ち寄って合わせた物でございます。その他に住民説明

会で要望を聞いた物を載せて、いろんな形で今後想定されるものを、ただ載せたわけ

でございまして、吟味をしたものではございません。これについては、当時一度も協

議をしておりませんので、そういった事で新市建設計画につきましては、そういった

内容でございます。 

新市建設計画とは、市町村の合併の特例に関する法律、いわゆる合併特例法の規定

に基づいて作成をするもので、合併後１０年間の新市のまちづくりを進めていくため

の基本方針を定めるとともに、建設の根幹となる事業に関する事項、公共的施設の統

合整備に関する事項、財政計画等を記載することとなっております。新市の一体性の

速やかな確立及び住民の福祉の向上等を図ることを方策を示すものでございます。 

当該計画は、合併前の合併協議会において作成されたもので、特に建設の根幹とな

ります事業につきましては、旧両町時代の計画事業のほか、合併時の住民アンケート

や住民説明会での要望事項などを参考に、新市で想定されております事業を取り入れ

たものでございます。 

さて、この新市建設計画を、合併後２年余りでなぜ変更するのか、とのご質問です

が、ご案内のように、国及び県の合併補助金や、財源として有利な合併特例債を活用

し、新市のまちづくり事業を進めていくためには、当該事業がこの新市建設計画に定

められている必要があります。 

したがって、昨年１２月の議会定例会で表明したように、２つの中学校を統合し、

合併特例債を活用してこれを建設するためには、新市の建設計画の裏付けが必要とな

るわけであります。 

中学校統合につきましては、あらゆる場や機会を通してご説明を申し上げておりま

すように、財政、人口、教育環境、まちづくりなど、あわら市の将来を長期的かつ総

合的に勘案し判断したものであります。 

平成１５年に策定した新市建設計画には、確かに芦原中学校の改築と金津中学校の

大規模改修が謳われております。ただし、策定当時は、国の三位一体の改革や国勢調

査人口の減少などの市財政に及ぼす影響が、現在ほど重大なものとなることが想定さ

れておりませんでした。 

このため、財政計画の変更でもお示ししておりますように、新市建設計画策定当時

における財政計画は、大幅に変更せざるを得ない状況に至ったものであり、中学校建

設につきましても、これを長期的かつ総合的に勘案した結果で、統合すべきと判断し

たものであります。 

現在、あわら市が置かれた状況を総合的に判断し、これに沿ったまちづくりを柔軟
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かつ的確に展開する必要があったもので、そのためには、新市建設計画を変更する必

要があったものでございます。 

また、新市建設計画の基本理念となっています「ゆうゆうと 人が輝く いやしと

創作のまち」は、総合振興計画にも引き継がれ、ご指摘のように、これを反故にする

ものでは決してございません。 

芦原中学校の現状を考えると、結論を先延ばしにするわけにはまいりません。この

新市建設計画の変更により、市としてようやく中学校建設に向けての諸準備作業等に

入ることが可能になるものであります。 

中学校の２校存続を支持されるお立場からの計画変更に対するご質問と存じます

けれども、あわら市の行財政運営やまちづくり施策などを、総合的かつ長期的な視点

に立ってお考えいただき、現段階における建設計画の変更についてご理解賜りますよ

うにお願いいたします。 

最後に概ね市民の理解を得られたとの根拠についてのご質問でございますが、昨年

１２月の市議会定例会で、教育格差の是正、将来の生徒数の減少、市民の融和及び今

後の市の財政見通しなどを総合的に勘案し、統合中学校建設が現時点での最良の選択

という考えを表明いたしました。以来、各種団体の会合や市長お出かけトークのほか、

市広報紙の１月号から４月号において中学校建設に係る特集記事を掲載するととも

に、ケーブルテレビでは２月中旬から中学校建設の現状や市の考え方などをお伝えし

てまいりました。更に３月６日より３月２０日まで、市内１０地区で開催した中学校

建設住民説明会では、市の考え方をご説明申し上げ、参加者総数約６００人の方々の

中からさまざまなご意見やご要望をお聴きすることができました。加えて、４月から

は、市内小中学校の全ての教職員を対象に説明会を開催するとともに、小学校の保護

者の方には、ＰＴＡ総会時に時間をいただき、市内１０小学校で約１，２００人の方々

にご説明し、ご理解を得るよう努めてきたところでございます。 

このことが、市としての説明責任を果し、市民の皆様との合意形成が図られ、理解

を得ることができたと判断したところでございます。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） ３番、大下重一君。 

○３番（大下重一君） 二回目の質問を、各項目に渡ってさせていただきます。 

大規模校のいわゆるデメリットへの対策についてですけれども、デメリットの裏返

しでメリットというお話しがありましたが、先般より市長は教職員の増員ということ

を上げられております。 

なるほど、大規模校になれば、どうしても先生の目が行き届かないということにな

るので、より多くの職員が必要かと思うんですけれども、一つには学校教育というの

は当然ご存知かと思いますが、生徒をどう育成するかというと、愛情を持って見守る

という事が必要になってきます。 

そこで、私ども申し上げたいのは、先生を増やすという事が、見張り番みたいな形

で、増えて来るんでは効果がないと、そこで一例を上げれば、例えばいたずらをした
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時に注意をされるとき、大下と呼ばれて注意をされるのか、こらお前、と呼ばれて注

意をされるのか、大変細かい話しなんですが、子供にとって自分の名前が呼ばれる、

これが学校に自分がいる存在ですね、これをみんなが認めてくれているということの

証でもある、とすると全ての先生が全ての子供の名前を覚える、理科の先生も部活の

先生も、あるいは教頭先生も校長先生も、一人ひとりの子供をちゃんと覚えてくれる、

子供にとってみたらどの先生も僕の名前を覚えていてくれる、これが簡単なようです

が大変重い意味があって、子供の育成にとっては私は欠かせない事だと思うんですね。 

それで大体、生徒そのものをどれくらいの規模ならば覚えれるかというと、せいぜ

い頑張っても５００名、外国の例でいいますと３００名ぐらいかなという話しもあり

ます。 

こんな事を取り上げる事で大変細かい話しを言うなとおっしゃるかもわかりませ

んが、これが一つであって、これは大変な意味合いを含むと、よって学校の中で何か

非行なり、傷害事件があった時に、責任者である学校長が自分の管理する生徒、９０

０名なり８５０名をちゃんと名前を呼べて、管理できているかどうかを問われる、こ

れは学校行政の一つの柱でもあると思うんですね。 

そう思うと、メリットの裏にあるデメリット、この事についても、この学校という

ものをという施設は、しっかりと考えて取り組んで行かなければならない問題だとい

うように思いますし、今の教職員の育成についても、為庶塾とのお話しがありました、

大変結構な話しで、大いにこういったものは進めていただきたいと思うんですけれど

も、今現在の金津中学校の５５０名、芦原の４５０名においても、いろんな子供達の

問題行動が、やはり伝え聞こえてくる所はあるんですね。ですから、この為庶塾の進

め方、これについてもよほど中身を吟味する形で取り組んでいかなければならない話

しもなりますし、学力の低下の問題も当然あります。私どもが調べた結果によるとや

はり大規模校と中規模校では、上位者はそこそこ変らないんですが、その下に来る中

位下位者ですね、ここの割合がどんと多くなる、こんな悩みも教職の経験の方はおっ

しゃっています。 

ですからそんな事を縷々考えますと、この大規模校に向う前に、どうか実際子供を

尊い大切な命をですね、試されるようなそういった学校の中に通わせなければならな

いという事、こういった事には大変危惧します。 

ですから、デメリットをメリットでカバーするのではなくて、デメリットをきちっ

と向き合っていただいて、このデメリットが完全に防げる、学校長も責任を持って子

供の管理ができるという形の体制を、作り上げる事ができなければ、大規模校という

のは大変な冒険になるというように私は指摘せざる得ません。 

第２点目でございますが、新市建設計画ですね、市長から細かく、今、ご説明をい

ただきましたが、どうにも私は納得できないところがあるんです。と申しますのは、

新建設計画のダイジェスト版、これをこの前いただきましたが、昨年でしたかね、各

全戸配布でお届けしていると思います。そのとき私も区長をしてたもんですから、各

戸配布した覚えがあるんですが、ここのところの１ページ目を開いてみますと、策定
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の方針というところがあります。ここには計画の趣旨、計画の構成、計画の機関と謳

ってありまして、こう書いてあるんですね、この計画は芦原町と金津町が合併してで

きる新しい市のまちづくりの基本方針を定めると共に、これに基づく主要な政策を明

許するものです。この計画を進める事により、新市の速やかな一体化を促進して、地

域の発展と、住民福祉の向上を目指します。 

次は、計画の構成、この計画は新市のまちづくりを進めていくための、新市建設の

基本方針、この基本方針の実現に向けた新市の施策、計画期間中の財政状況を推計し

た財政計画を中心として構成しています。 

３点目は、計画の期間は、本計画の期間は平成１６年度から、平成２５年度までの

１０カ年計画としますと、こう謳ってあるわけですね。そして、縷々ページをまくっ

ていきますと、義務教育の充実という９ページには、中学校の施設整備と謳って書い

てありまして、芦原中学校舎改築事業、金津中学校体育館耐震補強改修事業、金津中

学校校舎大規模改修事業、附帯施設の更新事業とこう書いてあるわけです。 

この実際、市民が手にしました、そうするとこの計画の元であわら市はまちづくり

に出発するんだなと、こう考えるのはごく当然だと考えるんです。裏を返せば万が一

この計画の学校施設の整備の所に、金津中学校と芦原中学校を統合しますと、謳って

あったとしたらなば、この合併は芦原町と金津町の合併はどうだったのかと、これく

らい大きな問題として、私は認識をします。 

ですから、こういった事を踏まえて、今、この学校問題を進めていくにおいては、

まだまだ住民、市民が納得、理解できるまでの時間と議論と情報提供とが足りないと

いうように感じてならない訳です。 

最後の点でございますが、１４日、あえて私は１４日と申し上げましたのは、かね

て市長の方には、学校説明会をやるんだとおっしゃった時に、ぜひ市長の方から先に、

私はこうする、こうしたいという方針とかいうものを述べずに、市民の意見をとにか

く聞いていただきたいと。 

今市民は市長に申し上げたい事がたくさんあるんですというお話しをさせていた

だきましたが、この１４日に概ね市民の理解を得たというこの時点と言いますのは、

地区説明会ですね、この１０ヶ所を終わった時点であって、教育厚生常任委員会では

まだまだこの議論がどちらにせよ、終息する形ではなく、どちかといえば二校存続の

方が強かったように、私は思うわけです。 

その前は、振り返ってみれば１２月の議会冒頭に市長は、二校統合を表明され、そ

の前には検討委員会から、両論併記の結論を受けて、課長会、部長会で意見をお聞き

になった、そして１０地区の説明と、こう思ったときに、まだまだ住民の意識を判定

するのは、この段階での合意形成ということは形としてなかったと、ですから概ね市

民の理解を得たというこの旨について、逆に言えば、この言い方が、やはり現在やっ

ている市民運動の流れを作ったにも思えてならないということです。 

新しい新市建設計画の中に住民参加のまちづくりという言葉が、やはりちりばめら

れています。これは松木市長が、市長になったときに共生という言葉も大事にされて、
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それを理念にして、ここの登場されたんですけれども、どうかその今やっている、進

めている、この中学校統合問題については、この辺のところが私には大変不足をして

いる、欠如しているというように思えてならないのです。 

私の質問を、質問に対する何かご意見なり、質問なり、ご意見がございましたら市

長の方からいただきたいと思うんですが。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 市長、松木幹夫君。 

○市長（松木幹夫君） 新市の建設計画の変更についてはですね、先ほども申し上げま

したように、住民の皆様方にはこういう事を予定しているというお話しで、いわゆる

芦原町の１０年間と金津の１０年間、それぞれ長期計画がございましたので、それを

載せたわけですね、それについては財政的な裏付けがすべてあった訳ではございませ

ん。 

先ほどの全協でも申し上げましたように、何割かは財政的な裏付けがなくて、そこ

のいわゆる記載したものでございまして、芦原中学校の改築についても、あるいは金

津中学校の耐震についても、芦原町と金津町で、それぞれ計画があったということで

記載をしたものでございまして、それらについては吟味もしておりませんし、だから

議会にかけていますのは、議会の皆様方に今、お謀りをしている訳です、これが最初

から決まっておれば、私はお謀りをしないわけです。 

だから今、皆様方に提示して財政状況が非常に厳しい、この３年間、小泉内閣の財

政が非常に厳しい状況で、移り変わってきている。そしてあわら市を取り巻く環境も

非常に厳しい状況の中で、皆様方とこの限られた財源をどのようにして使うかってい

うお話をしているわけです。 

その中学校を二つ建てる、あるいは今、芦原中学校を建てるとですね、他の事業は

なかなか難しいですよと、だから先ほども議員の皆様方から住みよいまちづくりを作

っていくためにはどうしたらいいかっていったら、やはりバランスの取れた市政運営

をしていかなければならないわけですね、教育環境は教育環境、教育部門は教育部門

として、あるいは産業は産業として、また、福祉の部門は福祉の部門として、それぞ

れバランスのとれた財政を、きちっと運営していかないとですね、高齢者にとっては、

あるいは身障者、あるいは」そういう障害を持っておられる方にとって、住みにくい

まちでは困るわけでございますし、また、経済、いわゆる商業とか工業とかが、ある

いはあわら温泉の観光とか、そういった部分の方がしっかりと仕事ができる、そうい

ったものをいかにしていくかっていうのが、これはあわら市が、やはりきちっと整備

をしていかなければならないわけです。 

そういったバランスをとった形でしていかないと、、せっかく子供達が、立派な子

供達が育っても、帰ってくる場所がなくなってしまったのでは、何もならないわけで

す。 

５０年の建物を建ててもですね、１０年後に帰ってくる場所が無かったら、何もな

らない訳です。従ってバランスを取れるような、そういった市政をしていくために、




